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女性と子どもを取り巻く課題と
社会運動への労働組合の参画

隣で働く仲間を守る。
女性の貧困と暴力に、労働組合ができること

認定NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ 代表理事 ● 正井 禮子 氏
R. Masai

地域に根を張り巡らし、社会に揺るがぬ「地力」を養う
～私たちがしなやかに生きる、こども食堂はハブとなる

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 理事長 ● 三島 理恵 氏
R. Mishima

家庭に隠れた貧困を見つめて 
～女性の自立へ、労働組合への期待～

京都大学大学院文学研究科 教授 ● 丸山 里美 氏
S. Maruyama

〈インタビュー〉

～三島由紀夫が書かなかった「近江絹糸争議」の謎に迫る
武庫川女子大学経営学部 教授 ● 本田 一成

K. Honda

【連載 最終回】 リサーチファイル
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新宿ピットインが昨年、創業 60 周年を迎えた。
50 周年の記念コンサートにどうしても都合がつかず
行けなかったが、12 月 27 日、28 日に開催された 60
周年記念コンサートを、私は 2 日間とも会場の前列
で聴いた。

新宿ピットインの地下へと続く階段を降りていく
ときの高揚感は、何度訪れても変わらないが、両日
ともに約 1600 席が満席の観客で埋め尽くされた会
場も格別だった。1960 年代後半に独特のフリージャ
ズのフォームを創り出したピアニストの山下洋輔氏
が 2025 年末で活動休止・静養に入ることを宣言し、
これが最後のステージとなることも含めて、この 2
日間は特別だったのだ。日本のジャズ史そのものと
もいえる場所が、60 年という時間を刻んできた重み
が、空気の中に確かに漂っていた。

新宿ピットインは1965年12月24日に創業された。
当初はピットインという名前が示すように、車好き
の若者が集まる喫茶店としてオープンしたが、演奏
機会に恵まれなかったジャズ・ミュージシャンの卵
たちが集い、ステージがつくられたことが始まりと
いう。以来長きにわたってピットインは移転を挟み
つつも、新宿でライブハウスの営業を続けてきた。

高度経済成長のうねりの中で、音楽は消費されや
すく、流行はめまぐるしく移り変わった。その中で
ピットインは、商業主義に過度に迎合することなく、
演奏家と真摯に向き合い、ジャズという表現の「現
在形」を提示し続けてきた。新宿という雑多でエネ
ルギーに満ちた街に根を下ろしながら、国内外のミ
ュージシャンが交差する拠点となり、やがて「ジャ
ズの殿堂」と呼ばれる存在へと成長していった。

記念コンサートのプログラムは、その歴史を体現
するような内容だった。世界的サックス奏者・渡辺
貞夫氏を筆頭に、世代もスタイルも異なる日本を代
表する演奏家たち計 12 組・総勢 80 名以上が次々に
登場し、それぞれがピットインという場で培ってき
た音を響かせる。

懐かしさと新しさが同時に立ち上がり、過去に安

住するのではなく、今この瞬間も更新され続けるジ
ャズの姿が、ステージ上にあった。演奏の一音一音
に、これまで積み重ねられてきた無数の夜の記憶が
重なり、客席にいる私たちもまた、その歴史の一部
として包み込まれていくようだった。

私がジャズを聴き始めたのは、1970 年代初頭、九
州にいた頃である。レコードと雑誌が頼りの時代、
海の向こうのニューヨークは遠い憧れであり、その
象徴が「ビレッジ・ヴァンガード」だった。そして
日本には、「新宿ピットイン」があった。行ったこ
ともない場所なのに、その名前だけで胸が高鳴り、
いつか辿り着きたいと夢想した記憶がある。地方に
いながらも、確かにジャズと世界がつながっている
と感じさせてくれる存在だった。

その憧れは、時を経て現実となる。2000 年代初頭、
ニューヨーク出張の折に、ついにビレッジ・ヴァン
ガードを訪れた。地下に広がる空間、ステージと客
席の近さ、音の生々しさ。長年思い描いてきたイメ
ージが、音とともに身体に流れ込んできた。そして
2002 年、東京に来てからは、ピットインにも時間が
あれば通うようになった。憧れの場所が、日常の中
で訪れることのできる場所になった喜びは、何事に
も代えがたい。

ピットインで聴くジャズは、常にスリリングだ。
予定調和に収まらず、その場でしか生まれない緊張
感と解放感が共存する。演奏家同士の呼吸、観客の
反応、空間全体が一つの生き物のようにうねる瞬間
がある。その体験こそが、ジャズの魅力であり、ピ
ットインが長く愛されてきた理由なのだろう。

60 周年記念コンサートを聴き終え、改めて思った。
ピットインは過去を祝う場所であると同時に、未来
を鳴らし続ける場所なのだと。ここからまた新しい
音が生まれ、新しい聴き手が育ち、次の世代へと受
け継がれていく。その歩みがこれからも、途切れる
ことなく続くことを、心から願っている。そして私
自身もまた、新宿の地下で鳴り響く音に、これから
も身を委ねていきたい。
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極限に近い金融寡頭制の現在と弱い国際機関

英国の報道機関、「インディペンデント」が 2025 年 12月 24日の
記事で、極端とも言える現行の金融寡頭制への危惧を表明した。少
数の大手の金融機関が、債務危機に喘ぐ途上国相手に莫大な利益
をあげていると、インディペンデントは、15 か国の調査結果を公表した。
大手というのは、ブラックロック、ゴールドマン・サックス、JP モルガン
の３行である。３行ともに、途上国用の専門のファンドを運用している。
ブラックロックが 21 億米ドル、ゴールドマン・サックス9 億米ドル、JP
モルガン7 億米ドルもの利益を債務途上国相手に得たと推定される。
また、この３社を含む債権者全体は、これら15 か国から総額 600
億米ドルの利益を得ていた（2025 年度）。

「朝日新聞」（2025 年１月 15日）によれば、ブラックロックは、
2025 年末時点の運用資産 14 兆 410 億米ドルと過去最高を記録し
た。株式相場が最高値圏で推移したこともあるが、新規事業のプラ
イベートクレジット・ファンドによる融資が寄与したのである。しかし、10
～12月期の純利益は前年同期比 33％減の11 億 2700 万米ドルだっ
た。

私見ではあるが、ブラックロック本体の利益が 11 億米ドルしかない
のに、債務途上国相手のファンドでは、21 億米ドルもの利益をあげて
いたことは、先進国間取引の赤字を、債務途上国相手のファンドが
穴埋めしていたのであろう。

2022 年から2024 年の間で、低所得国において対外債務を返済
するための資金流出が、新規融資による資金流入を合計で 7,410
億米ドル上回り、過去 50 年で最も大きくなったとも「インディペンデン
ト」は指摘した。これら諸国は、輸出収入の２倍以上の額を対外
債務の返済に充てている国もある（https://globalnewsview.org/
archives/987497514）。

アフリカ等における過剰な債務の現状に対して、世界銀行と国際
通貨基金（IMF）は、1990 年代はじめから、「構造調整プログラム」

（SAPs）という政策を実行してはいた。しかし、この政策は、厳し
い緊縮財政や貿易の自由化、国営企業の民営化の促進などを課す
政策であった。当然、この政策は国内投資の低迷や公務員の失業
増加、貧困層の切り捨てなどにつながるとして「国連アフリカ経済委
員会」（ECA）が批判していた。こうした構造調整プログラムの批判
を受けて、世界銀行とIMFは1996年に「重債務貧困国イニシアチブ」

（HIPCI）を作成して、低所得国の債務返済を削減した。さらに
2005 年には「マルチ債務救済イニシアチブ」（MDRI）が開始さ
れ、HIPCIとMDRI によって、多くのアフリカの国 を々含む 37 か国
約 1,000 億ドル以上の負債を削減させた（https://globalnewsview.
org/archives/12218）。

実際には、その効果はなきに等しいものであった。現在進行して
いるのは、新興国の独裁権力が、レアアースなどの貴重な採掘事業
を相次いで起こし、その事業を国際的な巨大ファンドを通じて民営化
させ、ファンドは先進国の富裕者たちの資金を導入しているのである。
この構図は、かなり早期に破綻するであろう。

本山　美彦（国際経済労働研究所・所長）
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特集１
認定 NPO 法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ
代表理事　正井 禮子 氏
・海外では、DVは労働問題と捉えられ、企業の関心も高い。翻って日本での現状はどうか。
・�同団体が設立した、女性のためのサポート付き共同住宅「六甲ウィメンズハウス」の取り組みから見る、住まいの
確保と女性の経済的な自立に必要な支援のあり方。
・�「女性が働き続けること」を守るために、労働組合は何ができるのか。

特集２
認定 NPO 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ　
理事長　三島 理恵 氏
・�「子どもやひとり親家庭の支援」に留まらない、地域づくりを担うこども食堂の役割。
・�運営の担い手は女性が中心。こども食堂の普及は、女性たちが地域活動を担っている実態そのものでもある。
・�労働組合がこども食堂への支援を継続していくための、Win-Win な関係構築とは。

特集３
京都大学大学院文学研究科 
教授　丸山 里美 氏
・�見過ごされがちな「世帯のなかに隠れた貧困」の実態。 
・�家計調査を行ってきた労働組合とも親和性の高い、「世帯のなかに隠れた貧困」を見出すための調査手法「ファイ
ナンシャル・ダイアリー」が明らかにするもの。
・�就労とケアの両立、最低賃金の引き上げ、社会保障の「個人単位」化、長時間労働の是正――女性の貧困解決に向
けた多面的なアプローチにおいて、労働組合が果たせる役割とは。

近年、労働運動には、未組織の人びとを包摂し、外部へと運動を広げていく傾向がみられる。社会運動に
かかわる他団体と接点を持つ労働組合もあり、弊所のヒアリングやインタビューからは、とくに関心の高い領
域の一つとして「女性」「子ども」関連の分野が浮かび上がる。
日本における女性や子どもを取り巻く課題は多岐にわたる。女性に関しては、ジェンダーギャップ指数の低
さに象徴される「政治・経済分野への参画の遅れ」や、根強い「固定的性別役割分担」意識、男女間の賃金格差、
経済的困窮（女性の貧困）などが挙げられる。子どもについては、深刻な少子化に加え、約 7人に 1人が貧
困状態にあることや、児童虐待の相談件数の増加といった問題がある。
こうした環境が厳しさを増すなか、労働組合が「女性」や「子ども」に関する社会課題の解決に取り組む際、
どのような役割や活動が期待されるのだろうか。本号では、当該領域の最前線で活動する認定NPO法人（ウィ
メンズネット・こうべ、むすびえ）と研究者にインタビューを行い、現場の課題や具体的な活動を広く共有す
るとともに、労働組合への期待をうかがった。本特集が、組織的なかかわりかたの可能性を探る一助となれ
ば幸いである。

特集の要点は以下の通りである。関心のある項目から、ぜひご一読いただきたい。

なお、本特集の企画・インタビューにあたり、弊所オルグの竹内彩帆氏より多大な協力をいただいた。ここ
に記して感謝の意を表する。
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「DV は労働問題」―世界では、DV（家庭におけ

る暴力）は、仕事や家庭外の社会状況と密接に関係

していると考えられている。震災による被災や DV・

性暴力被害、貧困などの困難に直面する多くの女性

に寄り添い、長年にわたりその権利擁護に尽力され

てきた、「ウィメンズネット・こうべ」の正井代表

理事を訪ね、同団体が 2024 年に開設した女性のた

めのサポート付き共同住宅「六甲ウィメンズハウス」

（以下、「ハウス」）にて、お話をうかがった。

今日来ていただいているこのハウスは、コー
プこうべの旧女子寮を提供いただき、（公財）
神戸青年学生センターとともに運営していま
す。全 40 室あり、子ども連れ、単身でそれぞ

認定 NPO 法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ
1992 年設立。神戸市を拠点に DV 被害や貧困などの困難を抱える女性と子どもを支援する認定 NPO

法人。震災支援やシェルター運営の経験から「孤立と貧困」の解決を重視し、相談から一時保護、居

住支援・生活再建までをワンストップで伴走。居場所づくりや DV 防止教育、調査・提言を通じて、

暴力のない社会づくりを多面的に推進している。

正井 禮子（まさい・れいこ）氏
ウィメンズネット・こうべ代表理事。団体発足以来、女性たちの声に耳を

傾け応答する支援を 30 年以上にわたり継続。ジェンダー不平等を解消し、

女性が暴力に苦しむことのない社会の実現に取り組む。2024 年には、神戸

新聞平和賞、関西財界セミナー賞 2024「輝く女性賞」等を受賞。

れ入居可能になっています。パブリックスペー
スには地域の人も訪れ、お食事会や学習支援、
ボランティアさんが企画するクリスマスなどの
イベントを通じた交流も行われています。

ファミリー向けの居室。IKEA から提供を受けた家具な
どがぬくもりと安心感を生んでいる。



− 6 −

ハウスを作ったきっかけは、2010 年のデン
マーク訪問でした。当時、私たちは日本で困難
を抱える女性たちへシェルターの案内や住まい
探しのサポートを行っていました。日本では、
提供される住まいが本当にみすぼらしいもので
あったのに対し、デンマークのシェルターは清
潔感があって整っており、開放的で素敵な空間
でした。「DV を受けた人も普通の暮らしをす
る権利がある。それがノーマライゼーションで
す」という担当者の言葉に、大きなショックを
受けました。「傷ついた女性たちが安心して暮
らせる家、『ここに住みたい』と思える家を作
りたい」と思い、10 年を超える歳月を経て実
現しました。
「ハウジングライツ」をご存じでしょうか。

すべての人が安全で安心、かつ尊厳のある暮ら
しを営むための住まいを持つ権利のことです。
ヨーロッパでは、既に思想として定着している
そうです。例えば、1994 年のイギリスの「住
宅法」では、DV 被害者が警察に助けを求めた
場合、地方自治体は安全な住まいを提供しなけ
ればならない1とされています。でも、日本に
はそのような制度がありません。

1995 年の阪神・淡路大震災では、「住まいの
貧困」を痛烈に感じました。「文化住宅」と呼ば
れた古い木造の長屋やアパートが多く倒壊し2、
そこで暮らしていた貧しい高齢女性たちがたく
さん亡くなりました。この震災で、女性が男性
より 1,000 人近く多く亡くなったことは、実は
あまり知られていません3。震災から２か月が
経った避難所の体育館で見かけたのは、仕事を
持たない高齢女性や赤ちゃんを抱いたシングル
マザーばかり。安全な住まいへのアクセスは、
仕事、そして貧困と密接につながっている、と
強く感じる出来事でした。

暴力で人への信頼を失い、仕事を失う

女性たちの相談を受けていると、暴力と貧困
がとても結びついていることを感じます。

私たちを訪れる相談者の多くが、家族を頼る
ことができない状況にいます。子どもの頃に虐
待を受けていた人も少なくなく、そのケアが全
くされないまま大人になっています。

暴力を受けた後にケアが受けられないと、他
者への信頼がうまく形成されません。すると、
仕事を始めたとき、会社での人間関係がうまく
いかず、すぐに辞めてしまいます。暴力を受け
てきた人たちは、人が怖いのです。

家を出てきた 18 歳のある女の子がスーパー
で働き始めた時のこと。お客さんに言われたこ
とができなくて、つい嘘をついてしまった。そ
れがお客さんの苦情でバレて、上司に注意を受
けた。それで辞めてしまった。怒られたことを

「嫌われた」と感じたようです。それでもう仕
事に行けなくなる。そうして職場を転々としな
がら、貧困に陥っていくのです。

DV 家庭で育つことの深刻な影響は、脳科学
的にも証明されています4。子どもの頃に DV
を受けたり見聞きしたりすることは、感情や思
考のコントロール、物事の認知に支障をきたし
たり、記憶力や学習能力の低下、多動などを引
き起こしたりすると言われています。

ヨーロッパでは、幼少期に虐待などでダメー
ジを受けた子どもを手厚くケアするシステムが
整っています。アメリカや韓国にも、虐待を受
けた子どもたちのケアを行う施設が何か所も設
置されています5。それに対し、日本は包括的
なケアの仕組みづくりがかなり立ち遅れてお
り、日本の子どもはダメージを抱えたまま大人
になってしまいます。その結果、人間関係をう
まく作ることができず、仕事を続けられずに貧
困に陥ったり、自分が築いた家庭でパートナー
から暴力を受けたり、あるいは自分の子どもに
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日本の女性は、一人になると貧しくなる

振るったりするという連鎖につながっていま
す。

ハウスへの入居後、約３割の方に精神的な不
調が認められます。幻聴や妄想、引きこもり、
希死念慮などの症状を抱えています。心のケア

は、本当に難しいです。
傷を癒す環境やケア、人との出会いを通じて、

他者への信頼を取り戻すこと。それが経済的に
自立した生活を送るための第一歩となります。

2023 年の内閣府の調査では、結婚経験者の
４人に１人が DV 被害の経験を持ち、そのうち
６人に１人の女性が命の危険を感じたことがあ
るという結果が出ています。ところが、10 人
いたら２人の女性しか別れるという選択をしな
い。その大きな理由は「経済的な見通しが立た
ない」ことにあり6、支援の現場では「就職に
は住所が必要」「でも保証人がいないので、住
まいの確保が困難」などの実態として表れてい
ます7。

雇用に関する日本の男女間格差を見ると、非
正規労働者の割合は男性が 22.2％であるのに対
し、女性は 54.4％8。賃金格差については、女
性の賃金は男性の 75.8％9 にとどまっており、
フルタイム雇用者に限定しても日本は OECD
加盟国で３番目に格差が大きい10。

2019 年に私たちが実施した「DV 被害を経験
したシングルマザーと子どもに関する実態聴き
取り調査」11 では、就労している約７割が非正
規の方で、月収の中央値は８万円でした。女性
の収入があまりに低く、暴力の有無以前に、女
性に非正規雇用が多いこと、そのため女性が貧
困に陥りやすいことが、容易に理解できます。

同調査で DV を経験した女性に夫との離婚後
の健康状態を尋ねると、貧困によるストレスや
将来への不安で体調を壊している人もいること
がわかります12。どうして暴力の被害者が家を
出ていかなければならないのでしょう。そして、
健康を害するくらいの貧困を経験しないといけ
ないのでしょう。

「イスタンブール条約」13 をご存じですか？
女性への暴力と DV の防止・根絶を目指す、世
界初の法的拘束力を持った国際条約です。暴力
を「ジェンダー不平等による構造的な人権侵害」
と定義して、締約国には、被害者の救済のみな
らず、社会全体として暴力をなくすための包括
的な対策を義務づけています。また、2019 年
には ILO 総会で「仕事の世界における暴力及
びハラスメントの撤廃に関する条約」が採択さ
れました。同条約では、「労働者を DV から守
ることは、企業の社会的評価や生産性を守るこ
とにつながる」という考えの下、当事者の安全
確保のために特別休暇や転勤の措置を講じるな
ど、職場における様々な対策を企業に求めてい
ます14。しかし、いずれの条約にも日本は批准
していません。

世界のビジネスリーダーは「DV 問題に取り
組むことが企業自身にもプラスになる」と考え、
たくさんの企業が被害女性を支援する活動に寄
付をしています15。でも、日本の企業は違う。
ハウスを建てる際、400 社に支援を依頼しまし
たが、賛同どころか面会すら数社のみでした。
神戸のとある会社には、「株主の理解を得るこ
とが難しいテーマなので」とあっさり断られま
した。

DV が社会に与える経済的損失は、欧米では
随分前から推計されています。近年推計された
日本の数字は約８兆円。実質 GDP の割合から
試算すると 6.7 ～ 11.2 兆円にも及ぶそうです。
この数字には被害を受けた子どもや地域社会へ
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の長期的な影響まで含まれていないので、それ
を入れたらもっと大きな数字になります16。
「日本の社会でシングルになったら、どれほ

ど貧しくなるか」ということを、女性たちは知
っています。DV のある環境が子どもに深刻な
影響を与えることも、お母さん方は自覚されて
います。でも、どうしても経済力がないから、
離婚を選ぶことができないのです。

スウェーデンの 1974 年改正婚姻法では、夫
婦各々の経済的自立を原則としています。扶養

は結婚の条件や義務ではなくなり、「結婚とは、
自立した個人同士の対等な結びつきである」と
いうメッセージが法制度に明確に組み込まれて
いるのです。

だからこそ、日本においても、とにかく女性
が仕事を続けられるような社会システムが、少
しでも早く整ってほしい。そして、女性たちに
は一生涯食べていけるよう、手に職をつけ、資
格も取って、結婚しても堂々と働き続けてほし
い。そんなふうに思います。

ジェンダー平等を根付かせる政治と教育を

経済と同じくらい大切なのが、政治だと思い
ます。私は震災後に２回、95 年と 99 年の統一
地方選に出馬しました。「女性が議会におらん
とあかん」と演説して、結果は２回とも 200 票
差で次点でした。

99 年の統一地方選を目指して、96 年には「女
性を議会へ バックアップスクール」を大阪で
立ち上げ、200 名を超える参加者とともに政治
について学び議論しました。選挙に向けて全国
に応援に行き合った仲間たちの中から、今日ま
でに多く議員が生まれました。

女性の問題やジェンダーに関する対応は、地
方自治体によって大きく異なります。中には、
民間の DV シェルターに 1,000 万円の予算を投
じる自治体もあります。想いを持った人が政治
の世界にいることが非常に重要なのです。

国レベルで言えば、政治の大切な役目は、他
国との交渉や対話によって戦争を避け平和を守
ること。「戦争は、愛する人との別れ」17 です。
戦争が起きたら、女性や子どもを守る私たちの
活動もできません。若い人も巻き込みながら、
自分が平和のためにできることに今後取り組ん
でいきたいと思っています。

世の中を変えていくのにもう一つ重要なの

が、教育です。私たちは中高や大学で DV 防止
の啓発授業を行っていますが、日本ではジェン
ダー平等教育にもっと力を入れていく必要があ
ると思っています。

日本で様々な場所に出向いて講演をしている
と、女性に対する認識に強い違和感を覚える場
面に少なからず出会います。企業の重役たちに
DV の話をした時には、「そういう男と結婚し
たのも悪い」という発言が聞かれました。男性
ばかり集まる県のジェンダー学習会で部長職の
人たちに講演をしたら、「もう、性差別なんて
ないよ」とのこと。一方で、「一般の社会で残
っている、女は〇〇であるべき」について聞く
と、「女は前にでるな！」との声が出ました。「そ
れって、女はリーダーになるなってことですね」
とお伝えしましたが…。

ジェンダーに関する不条理は、災害時にとく
に顕著でした。阪神・淡路大震災の後、神戸・
阪神間で 10 万人とも言われる人々が解雇され
ました。その多くは、女性であり、パート労
働者18 でしたが、全く報道されませんでした。
女性記者は「書きます」と言ってくれたけれど、
男性のデスクが相手にしなかった。女性たちの
苦悩の歴史は、防災施策を議論する場において
も、今なお全く扱われないのです。
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震災時の女性への性暴力についても、県警は
デマだと否定し、マスコミも書きませんでした。
2004 年に発生したスマトラ沖地震では、スリ
ランカでの避難所責任者の男性による性暴力の
被害について、震災後２週間もしないうちに女
性団体が調査を実施、データを国に突きつけ対
応策を求めました19。アジアで災害が起こった
時、欧米のフェミニスト研究者が応援に入るそ
うです。東日本大震災後、日本にもオファーが
ありましたが、日本政府は「日本にはフェミニ
ストがたくさんいます」と断ったそうです。

ノルウェーの小学校で行われている、ジェン
ダー平等教育に関する本を読んだことがありま
す。子どもたちはまず、「男女には体の機能の
違いがあるだけで、人として優劣はなく平等で
ある」という基本を学びます。その上で、自分
の家庭の性別役割の現状を調べたり、世界を変
えてきた女性運動の歴史を学んだりと、段階的
に理解を深めていくそうです。

日本の精神風土として、自己主張をしたり批
判したりすることが「輪を乱す」「協力的でな
い」と捉えられるきらいがあります。デンマー

クでは、保育園の年長になると「きみはどうし
たい？」と尋ねられて育つそうです。だから、
自分を尊重できるようになるし、民主主義も根
付く。日本の子どもたちは、自己尊重感や自己
決定の能力を奪われている気がします。周りの
人を優先して、自分を抑えることがよしとされ
ている。自己決定力が育っていなければ、それ
が奪われていることにも気づかないし、自分を
大切にする権利にも無頓着です。そこにさらに、
ジェンダーの問題が根深く絡み込んでいるよう
に思います。
「あなたが大事なんだ。自分で決定しよう」と、

日本の子どもたちをエンパワメントすることが
本当に必要だと思います。DV とは、「相手の
自己決定を奪うこと」です。DV をなくすには、
子どもの頃から自己尊重感と自己決定力を育
み、その上でジェンダー平等教育を行うことが
不可欠です。「性別に関わらず、一人の人間と
してみな対等であり、大切な存在なのだ」とい
う認識を、しっかりと根付かせていくことがと
ても重要だと思っています。

女性の「働き続ける」を守ってほしい―労働組合へのメッセージ

1980 年代、私は寿退職が当たり前の時代に
働いていました。２人目の育休を１年取得し復
職したら私の机はなく、仕事はもらえず、上司
も口をきいてくれませんでした。会社に労働組
合はありましたが、相談先として思い浮かびま
せんでした。日本のあちこちで非人道的なハラ
スメントが行われていた時代。媚びを売らない
自身の性格が、よけいに男社会の職場で煙たが
られたようでした。何度も「肩をたたか」れ、
介護休職を相談したら退職させられました。

労働は、本当に大切です。女性が仕事を続け、
男性と同等の経済力を持つことができれば、対
等にいられます。私は子どもの頃から「男女平

等は当たり前」だと、ずっと思っていました。
でも、家庭の中では、父の暴言に母は黙って耐
え続けていた。「そんなのは、いやだ」と思い
ました。

女性が本当に自分らしく、自由に伸びやかに
生きられる。そういう社会を作りたいと思いま
す。だから、労働組合のみなさんに、がんばっ
てほしいです。

女性が自分らしく生きるために、みなさんは
何が大切だと考えますか？

（インタビュー：2026 年 1 月 6 日）
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注釈

 １  1977 年に制定されたイギリスの「住宅法」（Housing Act）では、ホームレス（住居を失った人や緊急に住居を必要と
している人、自宅はあっても戻れない人）への住宅支援を地方自治体に義務化した。

 ２  内閣府「阪神・淡路大震災教訓情報資料集【03】建築物の被害」p11

 ３  「阪神・淡路大震災の死者にかかる調査について（平成 17 年 12 月 22 日記者発表）」より。厚労省の 1995 年の人口動
態統計からは、特に 65 歳以上において女性の割合が高く、男女差が大きいことがわかる（https://www.mhlw.go.jp/
toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei95/）。

 ₄  （公社）日本心理学会「【特集】体罰や言葉での虐待が脳の発達に与える影響」（https://psych.or.jp/publication/
world080/pw05/）

 5  アメリカには「Children's Advocacy Center（CAC）」と呼ばれる施設が 950 か所以上設置されている。複数の専門家
がチームを組み、虐待を受けた子どもに対して包括的な支援を行っている。また韓国には、性暴力や虐待を受けた子
ども・女性をワンストップでケアする「女性・児童支援センター」が政府主導で設置され、全国に点在している。（https://
www.josei-law.com/newsletter/857/）（https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2011/11/post-156.
html）

 ₆  内閣府「男女間における暴力に関する調査（令和 5 年度調査）」

 ₇  女性の自立を支援するため、ハウスでは入居に際する保証人を不要としている。また、シェアオフィスを設置し、入
居者がハウスの住所で仕事できるようにするなどの環境が整えられている。

 ₈  内閣府「男女共同参画白書 令和 3 年版」

 ₉  厚生労働省「令和 6 年賃金構造基本統計調査　結果の概況」

１₀  内閣府「男女共同参画白書 令和 4 年版」

１１  ウィメンズネット・こうべ「調査研究」（https://wn-kobe.or.jp/research/）

１２  同調査報告書 p6「夫と別れたことは精神的には楽になったが、離婚後、あまりの貧困からストレスで体調が悪くなっ
た。」「離婚後、１歳半の子どもと二人きりになったことで、将来への不安で眠れなくなり、頭痛や吐き気もあった。」

１３  「女性に対する暴力と家庭内暴力の防止と撲滅に関する欧州評議会条約」

１₄  ハウス設立にあたり、2023 年に米国ミシガン大学社会福祉学大学院・吉浜美恵子教授の講演が実施された。（https://
dept.sophia.ac.jp/is/igc/images/20230714-155410-1028318892.jpg）

１5  2005 年にウィメンズネットのシェルターを見学に訪れた、アジア系の DV 被害者支援にあたるアメリカの団体「Asian 
Task Force Against Domestic Violence」の報告書より。ウェブ上では 2005 年の報告書には当たれなかったが、寄
付をしている企業・個人名がずらりと並ぶのを 2025 年の報告書で確認できる。（https://www.atask.org/about-us/
annual-report/）

１₆  NPO 法人デート DV 防止全国ネットワーク「NotAlone」「【レポート】院内勉強会開催しました（2024.06.13）」（https://
www.notalone-ddv.org/column/6176/）。文中の試算の根拠としては、2021 年に EIGE（欧州ジェンダー平等研究所）
より発表された「Costs of gender-based violence in the European Union」（EU におけるジェンダーに基づく暴力に
よる社会的コスト）が年間 3,660 億ユーロ（約 48 兆円）だったことを受け、「日本の人口比に当てはめると約 8 兆円、
GDP 比に当てはめると 6.7 ～ 11.2 兆円」との推計に至ったと考えられる。

１₇  「戦争出前噺」の語り部である本多立太郎氏を招き、主婦有志で集まって話を聴いた時の言葉。

１₈  労働組合武庫川ユニオン・小西純一郎「阪神淡路大震災と働くものの権利 未曽有の被害を前に労働組合の役割を考え
る」（p105-108）、おんな労働組合（関西）・北田美智子「女性の労働は雇用調節弁か？！」（p76）（ウィメンズネット・
こうべ編（2005）『災害と女性～防災・復興に女性の参画を～』資料集）

１₉  読売新聞「避難所でセクハラ」（2005.1.26）（同資料集 p123）



地域に根を張り巡らし、社会に揺るがぬ「地力」を養う
～私たちがしなやかに生きる、こども食堂はハブとなる

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 理事長　三島 理恵 氏

インタビュー特集２
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「こども食堂1」という名前の認知度は今や約

９割2。でも、その場の主な役割を「子どもや

ひとり親家庭の支援」と限定的なイメージをも

つ人は多い3。年々増加の一途をたどり、全国

に 12,000 箇所以上ある、こども食堂4。その普

及啓発とこども食堂を通じた地域づくりに向け

認定 NPO 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ
2018 年設立。「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる。」をビジョンに掲げ、

各地でこども食堂を支える地域ネットワーク団体を後押しする中間支援を軸に、自治体との連携促進

や企業・団体との協働、調査研究を推進する。こども食堂のもつ価値のひとつを「多世代が交流する

地域の居場所」と位置づけ、地域コミュニティの活性化とすべての子どもが安心して成長できる地域

づくりの両面から、社会インフラとしての定着を多角的に支援している。

三島 理恵（みしま・りえ）氏
むすびえ理事長。日本ファンドレイジング協会の創設メンバーとして、社

会課題解決のプラットフォーム構築に長年携わる。むすびえ設立時に参画

し、広報ファンドレイジングの数々の新規事業を立案。2025 年度より現職。

現場の「想い」を社会の「仕組み」へとつなげ、こども食堂が当たり前に

ある社会の実現に尽力する。

て、全国センターとして様々にアプローチを行

うのが、「全国こども食堂支援センター・むす

びえ」である。「様々な団体と接点をもつことで、

こども食堂の正しい理解を広げたい」との想い

を携えて、三島理事長が今回の取材に応じてく

ださった。
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―�むすびえさんの活動概要を教えてください。

「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼ

さない社会をつくる。」ことを目的に、以下の

３つの柱で事業を行っています。１つ目は、各

地域のこども食堂の支援団体である「地域ネッ

トワーク団体」を支援する事業です。地域ネッ

トワーク団体を支援することで、各地域でこど

も食堂の立ち上げや継続がしやすい地域環境を

作っていくことに取り組んでいます。２つ目は、

様々な企業・団体との協働事業。市民活動であ

るこども食堂が地域社会から信頼され、必要な

資金や物資、機会を得ながら運営していけるよ

う、こども食堂の活動に共感いただいた企業・

団体とともに様々な支援をつないでいます。３

つ目が、調査研究事業です。こども食堂は市民

活動ゆえに行政も実態を把握できていない現状

を踏まえ、こども食堂の実情やこども食堂が生

み出している価値などについて調べ、情報を公

表しています。この３事業を柱として、様々な

かたちでこども食堂の支援とその普及啓発や社

会への問題提起を行っています。

―�活動を進められる中で見受けられた、こども食

堂に関する近年の傾向があれば教えてくださ

い。

むすびえの調査から、各地域のネットワーク

団体が活発に活動し、こども食堂の開設や継続

を促すような仕組みづくりが行われていると、

結果としてこども食堂が増えていることが明ら

かになっています。また、自治体や社会福祉協

議会などと連携し、こども食堂が継続しやすい

多層多様なアクターが、地域を育む土壌を耕す

地域環境ができていると、こども食堂の増加率

や人口あたりの充足率も高いこともわかってい

ます。単に資金援助がされるだけではなく、行

政や企業など地域の様々なステークホルダーと

の連携によって、こども食堂が継続しやすい地

域環境が整い、地域としても「こども食堂に関

わってみよう」という機運が高まっているのが

顕著に出ています。

１ つ 事 例 を お 示 し し ま す。「 箇 所 数 調 査

（2025）」でこども食堂の増加率が前年度比

81.71％と飛び抜けて高かったのが、和歌山県

です5。2022 年、岸本周平前知事が知事選に出

馬する際、「小学校区に各１箇所こども食堂を

作る」ということを公約に掲げられました。そ

の後、今日に至るまで取り組みがなされた結果、

和歌山県内のこども食堂の数はこの２年間で倍

になりました。これだけあっという間に広がっ

たのは、県を挙げてこども食堂の普及に取り組

まれたからだと思います。注目すべきは、子ど

もに関する所管の課だけでなく、地域づくりを

担う地域振興局とも連携して体制を構築された

という点です。地場産業の方々ともネットワー

クが作られることで、「こども食堂を応援して

いこう」という機運が地域全体で高まり、こど

も食堂の活動を応援する個人や法人が多く出て

きました。こども食堂が広がるような地域環境

が整っていったから、結果として、これだけ増

加したのだと思います。

これほどまでに熱心に取り組まれたのは、こ

ども食堂が子どもたちへの支援だけではなく、

地域コミュニティづくりに寄与することが確信

されていたから。その上で、行政がもつ信頼性

やネットワークをフル活用して、こども食堂が
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こども食堂を通じて、地域の多様な担い手が
「フェーズフリー」を紡ぎなおす

普及しやすい地域環境づくりのイニシアチブを

取られたからだと思います。

―�地域のステークホルダーが連携することで、こ

ども食堂を中心に地域が豊かに育まれるので

すね。

こうした地域環境づくりを促していけるよ

う、むすびえとしてできることに取り組んで

いくことが非常に重要だと捉えています。私た

ちが取り組むべき大切なことは、地域の様々な

レイヤーにおいてこども食堂が応援されていく

ような地域環境を作っていくことです。私たち

はそれを、「資源の地域内循環」6 と表現してい

ます。都道府県、市町村、小学校区、個人、そ

れぞれのレベルにおいてできることがあります

し、そのように多層で多様に関わることができ

るというのが、こども食堂の特徴だと思います。

こども食堂の開設や運営に際しては、資金や物

資、人の不足といった具体的な困りごともあり

ます7 が、地域環境づくりを進めることがそう

した課題の改善にもつながると考えています。

とても地味ではありますが、こつこつ積み上げ

ていきたいというのがむすびえとしての考えで

す。

もう１点、むすびえが全国センターだからこ

そ取り組みたいことは、こども食堂を定性面だ

けでなく定量面でも把握し、社会におけるこど

も食堂のもつ価値をきちんと示していくことで

す。こども食堂を通して、子どもの自己理解や

他者信頼、地域への愛着や意識はどう変わるの

か、地域はどのように影響を受けるのか、そし

て、多世代が集うことでどのような価値が生ま

れるのか。こども食堂がもつ価値を社会に示す

ことで、こども食堂を育む機運を高め、より多

くの人たちが活動に参画できるよう後押しした

いと考えています8。

―�特集のテーマである「女性と子ども」という切

り口から、こども食堂の現状や課題について教

えてください。

子どもや女性が抱えている問題は、「福祉」

や「家庭」ではなく「社会」の問題であり、あ

る意味「労働」の問題でもあると思っています。

社会の中での意思決定は、本当に男性が中心で

す。それは地域活動においても同様です9。生

活の場における問題や課題を踏まえ、現場の声

を反映していくためには、意思決定の場に女性

が入ることがとても重要です。高齢化・少子化

による人口減少が進み、自治会による自治機能

も弱りつつある今、地域の担い手の多様化が地

域そのものの持続に不可欠です。そうした現状

において、こども食堂の活動が広がっているこ

と、そして現在のこども食堂が、女性が中心に

担う10 新しい地域活動であることを踏まえる

と、こども食堂で女性たちが活動してくださっ

ていること自体に大きな意義があります。こど

も食堂の普及は、女性たちが地域活動を担って

いることの実態として見過ごしてはいけない光

景だと、私自身は思っています。
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―�地域を取り巻く社会状況や、地域に求められる

役割も大きく変わってきています。

社会構造や家族形態が大きく変化した現代社

会において、夫婦子どもの一般世帯が減り、単

身世帯が最も多くなっています。高齢者のみな

らず、若者においても、です11。また、親戚づ

きあいも希薄になっています。その結果、子ど

もを含む他の世代と交わったり、地域の人と関

わったりする接点をもつ機会が失われていま

す。他方で、コロナ禍や災害などの経験から、

遠くに住んでいる家族より、身近なところで顔

見知りができ、生活の圏域で助け合いが生まれ

ることの重要性に、多くの人が気づき始めてい

るのだと思います。そのような観点でも、こど

も食堂が地域社会に広がることで、私たちの暮

らしにおける「平時の安心感」と「なにかあっ

た時の支え合い」が地域の中に実装されていく

のではないかな、とも思います12。

また、家族構造の変化によって、子育てや介

護など、これまで家庭内で担われてきた様々な

役割に限界が来ているようにも思います。外部

サービスの利用は、それが容易な家庭と困難な

家庭があるわけです。私たちの暮らしを守るた

めには、家庭の中だけでなんとかするのではな

く、いろんな意味でのセーフティネットを社会

で整えていく必要があります。その中には、国

レベルで整備するものだけでなく、地域で自分

たちが作っていくものもあると思います。住民

が主体となって地域自治を担いながらどのよう

にセーフティネットを整えられるのかを考える

ことは、現在の私たちの暮らしを維持するには

欠かせない点だと思います。

個別化が進んできている現代社会において、

ひと昔前にあった地域の濃密なつながりがなく

なった今、身のまわりの人との関係性をもう一

度紡ぎなおそうとする現象のひとつとして起こ

っているのが、こども食堂の普及なのではない

かと思っています。そう考えないと、運営も継

続も本当に大変で、困りごとも絶えないボラン

ティア活動がこれだけ広がってきていることの

説明がうまくつかないんですよね。しがらみの

ないゆるやかなつながりを持ち、困ったときに

は助け合える。こども食堂は、そうした社会関

係を紡ぎなおす新しいコミュニティです。それ

は、私たちが失った人間らしい結びつきを再び

取り戻そうとする、一つの切実な動きのように

感じられます。

―�人のつながりを結びなおす、こども食堂の活

動。その意義に賛同し、個人・法人を問わず多

くの方がむすびえさんを支援されています。支

援者のみなさまは、どのような問題意識や関心

をもって活動に目を向けておられるのでしょ

うか？

まずは、子どもたちの豊かな育ちを応援した

いと思われる方が多く関わってくださっている

ように感じます。それから、こども食堂が市民

活動だからこそ、一般市民として参加したいと

思ってくださる方もいます。また、孤立や孤独

といった社会課題や非常時にも助け合えるよう

な地域社会づくりに、こども食堂の普及が重要

だと考えて関わってくださる方もおられます。

コロナ禍にはとくに多くの想いが寄せられまし

た。2025 年にはこども食堂の全国調査のため

のクラウドファンディングも実施しましたが、

大変多くの方にご参加いただきました13。

とくに個人の支援者の方とお話をさせていた

だくと、ご自身が幼少期や子育て期に苦労した

り、だれかに支えられたりした原体験を踏まえ

て、こども食堂に関心をもってくださる方々が
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本当に多くいらっしゃることを感じます。「恩

送り」というか、「自分もしてもらったから、

だれかに次のバトン渡したい」という気持ちで

携わってくださる方も一定数おられます。そん

な支援者の方の想いをうかがうと、悲しいこと

ややるせないことも多い世の中で、それでもや

っぱりがんばっているのが私たち人間なんだな

ということを、いつも力強く感じさせられます。

そうした長い時を経て想いがつながっていく

様子は、こども食堂の現場でも実感します。こ

ども食堂に来ていた子どもたちが少し大きくな

ると、今度はボランティアとして運営に回った

り、自ら立ち上げたりする事例が多くあります。

学校で教わったことではなく、実体験を通じて

得たものが耕されて、ある時自然に芽吹いて動

き始めている。そんな姿を見ていると、こども

食堂は長い時間軸での「人づくり」にもつなが

っているのだということに気づかされます。

「取り組みやすさ」を入り口に、Win-Winの関係性を深めたい

―�労働組合が地域のこども食堂を支援する事例

も増えています。今後、労働組合とどのような

関わりが実現可能か、具体的なイメージや期待

されていることはありますか？

これまでも労働組合をはじめとした労働関係

団体のみなさんと関わりを持たせていただいて

いますが、同じ時代を生き社会を作っていく主

体として、ともに考え動いていくパートナーで

ありたいと思いますので、労働組合のみなさん

にもこども食堂の応援にできるだけ長く様々な

かたちで関わり続けていただきたいなと思って

います。

事例としましては、三越伊勢丹グループ労働

組合のみなさんがフードドライブプロジェクト

に取り組み、各地域レベルで活動を広げていっ

てくださっています14。大切なことは、「どの

ように地域環境を作っていくのか」ということ

ですので、まずは例えば、組合員の方に呼びか

けて家に余っている食品などを持ち寄り、地域

のこども食堂やネットワーク団体に寄付するこ

とでつながりをもっていただく。そうした接点

を入り口に、現場を訪ねる、ボランティアに参

加する、一緒にできることを企画するなど、関

与度合いを深めていっていただけると良いのか

なと思います。

他にも、モノ寄付は入り口として取り組みや

すい活動かと思います15。例えば、自宅にある

もう読まない本を買取に出すことで、査定金額

を寄付することができますので、年末の大掃除

などの機会に組合員の方に呼びかけていただく

といったことはどうでしょうか。そのような参

加の仕方があることを知っていただくことで、

関心のすそ野を広げるきっかけづくりになれば

嬉しいです。

そうした取り組みをしているうちに、どんど

んやってみたいことも出てくるかと思います。

関わるみなさんが「次はこれをやってみよう」

と思ってくださることが、こども食堂やそこに

出入りする子どもや女性を長期的に支えていく

力になると思っています。

「自分たちの強みを生かして協力できること

はないか」という視点も良いかなと思います。

例えば、日本ハム株式会社さんは、こども食堂

を訪れてハムの話をしてくださいました。そう

した機会は、企業にとっても、こども食堂の子
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どもたちや参加者にとっても貴重な体験になる

と思います。子どもや子育て世帯に貢献したい

と考える企業は多いと思います。単なる「支援」

に留まらず、自分たちがやりたいことを実現す

るフィールドとしてこども食堂を活用いただく

ことで、双方にとっていい関係性に発展してい

くことは、私たちにとってもすごく嬉しいこと

です。

―�取り組めそうなことを入り口に、労働組合にと

ってもこども食堂の方々にとってもプラスに

なるような関わりを深めていけると、とても理

想的ですね。

こども食堂を取り巻く大きな課題の一つとし

ては、「認知調査（2025）」の結果に表れている

ように、「こども食堂の正しい理解がなかなか

広がっていない」ということです。多くの人は、

こども食堂の存在目的が、子どもや貧困世帯、

ひとり親家庭の支援であると認識しています。

そうした機能ももちろんありますが、そのよう

な役割に留まらないということは、本日お話し

てきた通りです。社会における認知や認識を変

えていくことはとても難しいですが、「こども

食堂を正しく知ってもらう」ということは、と

ても重要なことだと考えています。私たちだけ

ではなく、労働組合のみなさんがもつ全国規模

のネットワークを通じて、こども食堂の正しい

理解者を増やしていくことにも、ぜひ一緒に取

り組んでいただきたいと思います。

現代の私たちの暮らしは、職場と地域、ある

いは生活がどうしても分断されがちです。一朝

一夕に解決できることではありませんが、地道

な活動と多様な協働を積み重ねることで、その

壁も少しずつほぐれていくはずです。そんな変

化を、みなさまと一緒に、一歩ずつ進めていけ

たらと思っています。

（インタビュー：2026 年 1 月 22 日）
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注釈

 １ 「こども食堂」「子ども食堂」「子供食堂」の表記について厳密な決まりはないが、本稿の表記はむすびえの表記に準ずる。
同団体の「こども食堂」の定義や日本における実態を踏まえると、ひらがな表記には、「幼い子どもや日本語を母語と
しない人も来られるように」「子どもだけでなく地域の多様な人々が集える場であることを示す」という意味が込めら
れていることがうかがえる。なお、Google 検索（完全一致）では、本表記のヒット件数が最も多い（2026.1.23 時点）。

 ２ むすびえ「こども食堂の認知調査 2025」（以下、「認知調査（2025）」）

 ３ 同上

 ₄  むすびえ「2025 年度こども食堂全国箇所数調査」（以下、「箇所数調査（2025）」）より。2023 年から毎年 1,700 カ所以
上増えている。同調査は、むすびえの前身団体である「こども食堂安心・安全向上委員会」が 2018 年に全国規模の
調査を初めて実施して以来、毎年行われている。

 5  分析は、「『2025 年度こども食堂全国箇所数調査』（速報値）結果のポイント」に詳しい。（https://musubie.org/wp/
wp-content/uploads/2025/12/Shiryou_1_.pdf）

 ₆  2023 年に策定された第二次中期計画（2023-2025 年度）では、「第２の柱〈地域でまわるように伴走する〉資源の地域
内循環を促進するエコシステムの構築を目的としたすべてのステークホルダーに対する伴走支援力の向上」が掲げら
れている。（https://musubie.org/news/other/8095）

 ₇  「こども食堂の実態・困りごと調査 2025」（以下、「実態調査（2025）」）

 ₈  同団体では「こども食堂の参加者・非参加者調査」（2024 年）や「こども食堂への参加者の変化を捉える定量調査」（2023
年）などを通して、こども食堂が参加者や社会に与える影響や価値を定量的に把握する試みを行っている。

 ₉  内閣府「男女共同参画白書 令和４年版＞第３分野 地域における男女共同参画の推進」からは、未だ自治会長の９割
以上が男性であることが読み取れる。

１₀  「実態調査（2025）」より。こども食堂の運営スタッフは女性が男性のほぼ倍を占める。

１１  総務省統計局「国政調査」（2020 年）、「男女共同参画白書 令和４年版＞特集 第 22 図 単独世帯数（年齢階級別）」

１２  本セクションの見出しの「フェーズフリー」にあるように、防災の領域では日常（平常時）と非常時（災害時）の境界・
垣根をなくしていこうとする考え方が広まってきている。

１３  ２か月間で、総勢 301 名から目標額の 300 万円を上回る寄付が集まった。

１₄  三越伊勢丹グループ労働組合「【社会貢献】こども食堂支援『フードドライブプロジェクト』を実施しました」（2023.1.9）
（https://www.imgu.or.jp/articles/1196）

１5  本・DVD・ゲームのほか、はがきや切手、貴金属や骨董品など、幅広いモノで寄付ができる。（https://musubie.org/
monokifu）



家庭に隠れた貧困を見つめて
～女性の自立へ、労働組合への期待～

京都大学大学院文学研究科 教授　丸山 里美 氏

インタビュー特集3
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労働組合をはじめ社会全体でジェンダー平等
や貧困への取り組みが加速する中、見過ごされ
てしまいがちな「貧困」がある。それは、世帯
単位の統計には表れない「世帯のなかに隠れた
貧困」1 である。この点に注目して研究されて

丸山 里美（まるやま・さとみ）氏
京都大学大学院文学研究科教授。専門は社会学、ジェンダー論、貧困研究。

女性のホームレス経験者や生活困窮者への聞き取り調査を通じ、従来の「男

性中心」な福祉政策や社会構造からこぼれ落ちる人々の実態を明らかにし

てきた。現場のリアリティを重視する学術的知見から、特に女性の貧困に

焦点を当て、貧困を捉える新たな視点の確立を問いかけ発信を続けている。

著書『女性ホームレスとして生きる―貧困と排除の社会学』（2013 年、世界

思想社）で第 33 回山川菊栄賞など多数受賞。

いる丸山教授にお話をうかがった。インタビュ
ーの中で、特集１、２で掲載した「ウィメンズ
ネット・こうべ」や「むすびえ」の活動にも触
れていただいている。

私が「世帯のなかの貧困」に注目したきっか
けは大きく２つあります。

１つは、女性ホームレス研究における気づき
です。路上生活者のうち、女性はたった３％。「貧
困状態にある女性は一体どこにいるのか」とい
う疑問を抱きました。「女性の貧困は世帯のな
かにあり、路上に出られないかたちで存在して

いるのではないか」―― 海外の研究の知見か
ら、このような仮説を持ちました。20 世紀後
半のアメリカでは、生活保護世帯の半数以上が
シングルマザーであったことから、「貧困の女
性化」2 という言葉が生まれました。一方、「貧
困の女性化」を国際比較した研究では、日本は
それが顕在化していない特殊な国で、「日本の

「女性の貧困」とは、なにか？
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女性は『貧困の女性化』を達成するほど自立し
ていない」と言われていました3。つまり、自
力で稼ぐことができれば、離婚や単身生活とい
う選択肢を選べますが、日本はそれすら難しい
社会だということです。女性ホームレスが少な
いのは、「そもそも女性が一人になれない」か
らであり、そこに日本の女性が抱える困難が凝
縮されていると感じました。

２つ目は、生活困窮者支援を行う「認定
NPO 法人 自立生活サポートセンター・もやい」
で調査を行ったことです。相談票 10 年分、お
よそ 3,000 件について男女の相談者の比較をし
たところ、予想外の結果が出ました。女性から
の相談は全体の 13％程度でしたが、「女性は稼
げないので困窮している人が多いだろう」とい
う私の予想に反し、実際は男性の方が圧倒的に
お金も家もなかったのです。データの上では女
性の方がお金も家もあるという結果に対し、「ど
ういうことだろう」と詳しく分析を進めると、
女性の相談内容には「パートナーから必要な生
活費をもらっていない、暴力を受けて家を出た
いが、出られない」などがあることがわかりま
した。

統計上、住まいがあり夫に収入があれば「世
帯収入がある」とみなされます。この相談の女
性は、家から出て一人になれば、明確に貧困に
なりますが、その状態のままだと貧困ともみな
されず、「女性は貧困にすらなれない」のだと
気づかされたのです。しかし、こうした世帯単
位の把握方法では、収入が女性や子どもに適切
に配分されているかを確認する枠組みがなく、

実態が見えてきません。これが「世帯のなかに
隠れた貧困」であり、「既婚女性の貧困」です。

その実態の一端は、家計における個人別の支
出分析（1995 年）4 にも表れています。研究に
よると、女性の個人支出（自分のための支出）
は平均で男性の４割程度でした。共働き率が低
く専業主婦の多かった当時は、妻が夫の給与を
預かって家計管理をしているケースがもっと
も一般的だったのですが、こうしたケースでは
妻の個人支出は夫の３割程度に留まっていまし
た。こうした格差は今も存在しており、このう
ち、妻が貧困と考えられるような生活をしてい
るケースもあると思われますが、現在の統計や
定義ではこれを「貧困」として特定する術があ
りません。そのため、どの程度の人が「隠れた
貧困」状態にあるのかを正確に把握するのは難
しく、当事者自身も自分が貧困状態にあると認
識しづらい現状です。
「女性の貧困」というと、単身者やシングル

マザーなど女性が世帯主であるケースが注目さ
れがちです。しかし、同様に注目する必要があ
るのは、女性が家を出れば一挙にお金も住まい
も失うというリスクから、家を出たくても留ま
らざるをえないような困難に置かれている、と
いう状況です。ウィメンズネット・こうべの正
井代表理事が言う「女性は一人になると貧しく
なるから、家を出られない」という言葉通り、
家を出る手前の段階にこそ大きな問題がありま
す。こうした現状を把握することで、世帯のな
かを見る必要があることに気づかされ、研究に
取り組むようになりました。

家計簿を追いかけて見えてきた「貧困」の現実

こうした「世帯のなかに隠れた貧困」を見出
すため、2023 年から授業の中でファイナンシ
ャル・ダイアリー5（以下、「FD」）調査に取り

組んでいます。これは、少数世帯を長期間にわ
たって追い、調査協力者の日々の家計簿の記録
と定期的なインタビューを組み合わせて、家計
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の実態を浮き彫りにする調査手法です。従来の
所得調査のような“スナップショット”では捉
えきれない収入の変動や、日々のやりくりの様
子を詳細に把握できるのが特徴です。レシート
等の記録を通じて、暮らし方や価値観、家族関
係までもが如実に可視化されます。

この FD を通じて、実に様々なことがわかり
ました。貧困において深刻なのは、低所得であ
ること以上に、貯蓄がないために「予測できな
い収支の変動」に対応できない点です。貯蓄の
ない世帯は、病気や失業、住宅の修理といった
突発的にまとまった金額が必要になる支出への
対応が難しく、特に、フリーランスやシングル
マザーなど、収入が不安定な層はより困難な状
況があります。日本の現在の貧困率は、所得ベ
ースで見れば 15.4％6 ですが、貯蓄（資産）ベ
ースで見ると 20％を超えます7。収入があって
も貯蓄がない世帯は、金銭的ショックに非常に
弱いのです。
「世帯のなかに隠れた貧困」という観点で見

ると、「経済的 DV」が広く蔓延しているので
はないかと推測されます。FD で数年間にわた
り調査している家庭では、世帯収入は低くはな
いのですが貯蓄がなく、借金を抱えている状態
で、夫は勝手にお金を使い、専業主婦の妻が自
分の親に借金をして一人家計の辻褄を合わせて
いたりしました。特に低所得世帯ほど、妻がや
りくりの責任を負い、自分自身のためにお金を
使わず、妻個人が貧困に陥りやすくなっている
のです。こうした世帯は想像以上に多いと思い
ます。

また、近年の後払い式キャッシュレス決済の
普及が、家計管理をいっそう困難にしています。
夫が個人のカードやスマホで決済するため、管
理を担う妻には支出の全体像が見えず、家計の
見通しが立ちません。これが妻の負担を増やし、
さらなる経済的 DV の温床になっているように
感じます。キャッシュレス決済が推進される世
の中ですが、世帯のなかにおける女性の困難は
深刻化する危うさがあるように思います。

女性の貧困解決に、労働組合にこそ可能な多角的アプローチを

日本では単身世帯の増加が続いています8。
2020 年の時点で高齢女性の一人暮らしは男性
の約２倍近く9 に達し、今後は未婚化や離別に
より単身女性の高齢化がさらに加速する見通し
です10。現役時代の非正規雇用や男女間賃金格
差により、蓄えや年金が不十分なまま定年を迎
え、定年時に圧倒的な貧困に陥る未来が目前に
迫っています11。雇用対策では限界があるので、
生活保護や女性支援事業12 などをはじめとし
た社会保障を、行政と民間が連携し包括的に支
援する仕組みとして整えることが急務です。

最も重要なのは、女性自身が自分の収入源を
持つことだと思います。妻の個人収入が増える
と、個人支出も増えます13。正井代表理事のお

っしゃるように、女性がちゃんと働ける環境を
作ることがとても大切だと思います。就労とケ
アを両立できる仕組みづくりに加え、非正規雇
用の方の収入確保に直結する最低賃金の引き上
げも肝要です。

また、女性の収入確保には、「世帯主中心」
の設計になっている社会保障を「個人単位」に
転換することも有効です。現行の制度では、世
帯内のジェンダー不平等を助長し、女性の貧困
を悪化させることにつながっています14。例え
ば海外では、児童手当を世帯主ではなく、女性

（母親）の口座に給付すれば、子どもの福祉も
増大するという研究結果があります。育児中に
仕事を辞めても育児手当が女性に給付されるな
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ど、女性が個人の収入を確保できるような仕組
みが必要です。

あわせて、男性における長時間労働を是正し、
「男性片働きモデル」から「男女がともに働き
ケアも担う社会」へシフトすることも不可欠で
す。家庭において多くの場合、夫が稼げるのは
女性の無償ケアがあるからであり、そのために
妻が収入を得られない構造があります。貧困を
考える際には、金銭だけでなく「時間」や「自
由度」も重要な資源として考慮すべきです15。

むすびえの三島理事長のインタビューを拝読
しましたが、こうした課題を考えるにあたり、
ケアのネットワークが地域の基盤となり、女性
たちがその結節点として活躍する「こども食堂」
のような活動は、これからの社会のあり方とし
て大きな期待が持てるものだと感じました。

このように、女性の貧困解決には、法律・制
度、雇用、そしてそれらの社会システムの根底
にある性別役割分業や家族観など、多面的なア
プローチが必要であり16、ここに労働組合が果
たせる役割は大きいのではないでしょうか。

FD という観点からも、労働組合だからこそ
できることがあると感じます。労働組合には、
家計調査を行ってきた歴史があります。物価高
の今、「収入がどこに使われているのか」とい
う生活の実態を丁寧に把握することは、社会的
にも労働運動的にも大きな意義があると思いま
す。こうした観点に関心を持ち、生活者の足元
を観察して運動に取り組む視点を持たれる方が
増えることを願っています。

（インタビュー：2026 年 1 月 27 日）

統計で見えない貧困の可視化は、喫緊の課
題である。ウィメンズネット・こうべの正井
代表理事が指摘する「経済的自立がないため
に家を出られず、離婚も選べない」現場の状
況は、丸山教授が訴える、一人になることす
ら叶わない「貧困にすらなれない」状態、す
なわち「世帯のなかに隠れた貧困」と地続き
である。世帯収入という枠組みだけでは、世
帯内での資源配分の不平等や、女性が置かれ
た脆弱な立場を捉えきれないことを痛感さ
せられる。
ジェンダー平等や女性・子どもを取り巻く
課題解決の主軸は、女性の経済的自立の達成
にある。これに対し、賃上げや政策制度要求、
政治活動といった多様なアプローチを持つ
労働組合が貢献できる余地は極めて大きい。
丸山教授が指摘した「たとえ家計を管理して
いても、自身の自由になるお金がない」現状
や、むすびえの三島理事長が地域活動から強

調する視点は、社会のあらゆる意思決定に女
性が主体的に関わる意義を物語っている。家
庭、地域、企業、そして労働組合そのものな
ど、様々な領域において女性が参画し、生活
者の実感を政策や運動に反映させることが、
女性の経済的自立を阻む構造的な壁を切り
崩す切り口となるにちがいない。
また、かつての家計調査のように、既存の
統計にないデータを自ら収集・蓄積すること
は、運動の観点からも非常に重要である。賃
上げによる収入増だけでなく、支出の実態や
「貯蓄（ストック）の貧困」を可視化するこ
とで、理論値ではない血の通った実情を把握
できる。こうした調査の積み重ねこそ、労働
組合にとって処遇条件の向上や政策実現に
向けた強力な根拠となる。
労働組合には、その組織力と多様なアプロ

ーチを最大限に活かし、これらの構造的問題
を解決へと導く原動力があると確信している。

＜丸山教授へのインタビューを経て＞
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注釈

  １ 丸山氏の論文に詳述されている。「世帯内資源配分に関する研究にみる『世帯のなかに隠れた貧困』」『大原社会問題
研究所雑誌』（№ 739/2020.5） 以下、「丸山 2020」と表記する。

  ２ 国連から出された以下の文書に詳しい。Gender Equality, Development and Peace for the 21st Century, New York, 
5-9 June 2000, Fact Sheet No.1「The Feminization of Poverty」（2000.5）（https://www.un.org/womenwatch/daw/
followup/session/presskit/fs1.htm）

  ３ Axinn,June（1990）“Japan: A Special Case”, Gertrude Schaffner Gordberg and Eleanor Kremen eds., The 
Feminization of Poverty: Only in America?, New York: Praeger Publishers.

  ₄ 御船美智子（1995）「家計内経済関係と夫婦間格差―貨幣と働く時間をめぐって」『季刊家計経済研究』25。

  5 丸山里美「調査実習の事例報告 ファイナンシャル・ダイアリーの可能性 京都大学文学部社会学研究室の社会調査実習」
『社会と調査』No.35（2025.9）に詳しい。

  ₆ 厚労省「2022（令和４）年 国民生活基礎調査の概況」

  ₇ 総務省統計局「2019 年全国家計構造調査 年間収入・資産分布等に関する結果 結果の概要」より。新基準に準拠した
場合、21.5％にのぼる。

  ₈ 総務省統計局「令和２年国勢調査 人口等基本集計結果 結果の概要」

  ₉ 同上。65 歳以上の単身世帯は、男性約 231 万に対し女性約 441 万にのぼる。

 １₀ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（2024）では、65 歳以上女性人口に占める
単身世帯の割合は、2020 年において 23.6％（約 4.2 人に１人）であるのが、2050 年には 29.3％（約 3.4 人に 1 人）に
達すると予測されている。

 １１ NIRA 総合研究開発機構「高齢者世帯の所得・資産の実態と今後の政策課題 世代内・世代間格差を踏まえて」では、
女性の年金給付額の低さにも触れ解説されている。（https://www.nira.or.jp/paper/opinion-paper/2024/77.html）

 １２ 2024 年に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（女性支援新法）に基づき、貧困、DV、虐待
などの困難を抱える女性に対し包括的・継続的な支援を行うことを目的としている。売春防止法を根拠としてきた従
来の「女性保護事業」を見直し、女性を「更生・保護の対象」ではなく「権利の主体」と位置づけている。

 １３ 「丸山 2020」参照。

 １₄ 「丸山 2020」参照。

 １5 東洋経済 ONLINE「隠れ暮らす『女性ホームレス』密着して見えた実態 京大准教授が 7 年かけて問題点を浮き彫りに」
（2021.5.16）（https://toyokeizai.net/articles/-/428121）。「丸山 2020」でも、時間を含めた資源配分の研究について言
及されている。

 １₆ 三木倫子「日本における女性の貧困問題―性別役割分業を前提とした社会の変革―」『早稲田大学文化構想学部現代
人間論系 岡部ゼミ（ディスアビリティと現代） ゼミ論文集 2025』



全日本自動車産業労働組合総連合会
（自動車総連）

副事務局長　藤川　大輔 氏

・平均賃金（賃金改善分）は9,520円。1976年以降で最も高い水準となった。
・年間休日増の取り組みは、３年かけて実現に向けて進めていくうえで、大きな一歩を踏み出すことができた。
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本インタビューは2025年12月23日に行ったが、紙幅の都
合で本号の掲載とさせていただいた。この間に行われた第
51回衆議院議員選挙等により状況が変化している部分もあ
るが、インタビュー時点の内容であることにご留意いただき
たい。

1. 2025年総合生活改善の方針について
―�ポイントや重点事項、それに込められた思いや背景についてお聞

かせください。

2025年総合生活改善の取り組みの基本方針では、
2024年の基本方針から引き続き「自動車産業はわが
国の基幹産業であり、総合生活改善の取り組み結果
が日本経済に与える影響は大きい」ことを確認した。さ
らに、自動車産業に集う全ての組合が日本経済の転換
期を確実なものにするとともに、自社・産業の永続的な
発展を目指し、取り組むこととした。

具体的な取り組みの考え方は、絶対額を重視した取
り組みは進展しておりその継続をはかること、積極的な
賃上げにより日本経済の転換期を確実なものにするこ
と、実質賃金をプラスに転換させること、人数規模別の
格差拡大に歯止めをかけること、価格転嫁の取り組み
を進めることなどを重視した。また、今年から開始した
年間休日増の取り組みも人材の定着・確保のために極
めて重要であると位置づけた。

価格転嫁の取り組みについては、これまでは賃金引
き上げや働き方の改善などと同様に、取り組み項目の
一つとして扱ってきたが、総合生活改善のあらゆる取り
組みの環境を設定する大前提になるという考えのもと、

「基盤整備に向けた取り組み」として新しく項目を起こ
し、「グッドサイクル（好循環）運動」の方針に基づき、総
連・労連・各組合、それぞれの立場で取り組みを推進
することとした。このように、環境整備を行った上で、そ
れぞれの項目に対しての要求をしていく構成としたこと
も、2025年総合生活改善の大きな特徴といえる。　

2. 具体的な取り組み内容および結果の受け止め
―�2025年総合生活改善における取り組みや成果、課題などについ

てお聞かせください。

１）賃金改善
賃金改善を獲得した組織は全体の95％に上り、平均

賃金（賃金改善分）は9,520円と、1976年以降で最も高
い水準となった。2024年に引き続き、賃金改善分の目安
となる水準（12,000円）を示したことで、規模間格差拡
大の歯止めに寄与した。

規模別にみると、3,000人以上では12,831円、299人
以下の中小組合では8,688円であり、規模が小さくなる
ほど額も下がる傾向にある。また、改善分未獲得組合
の多くは299人以下の組合であり、賃金改善の取り組
みは未だ途上であると受け止めている。

部門別にみると、これまではメーカーに次いで販売部
門の賃金改善額が高くなっていたが、2025年は車体
部品部門が２番目となり、輸送部門も額が増加した。こ
の背景には、価格転嫁の取り組みの進展があると分析
しており、注目の動きととらえている。一方、販売部門に
ついても、この3年間で合計2万円～3万円の引き上げ
となっており、その取り組みが低調であったわけではな
く、車体部品部門や輸送部門の近年の伸びが大きかっ
たといえる。

２）企業内最低賃金
締結目標を大きく引き上げた結果、産業の魅力向

上、物価から生活を守る観点などをふまえた議論が行
われ、2025年の平均締結額は、185,739円と大幅に引き
上げることができた。一方、地域別最賃の金額が低位
にある地域では、産別が示す締結目標額の水準は相
対的に高く、要求根拠の構築や経営者の理解が得づ
らい面もあった。

３）年間休日増の取り組み
労使で特別委員会の設置に向けた論議が行われる

など、今後３年をかけて年間休日5日増の実現に向けた
取り組みを進めていくうえで、大きな一歩を踏み出すこ
とができた。各社のカレンダーがメーカーに紐づく場合
が多く、メーカーの取り組みが重要となるが、メーカーの
業界団体である日本自動車工業会においても議論が
始まっており、今後の動きに期待される。一方、販売部
門では、2025年の取り組みにおいて約75％の組合が回
答を得ており、その平均日数は3.2日であった。販売部門
には、オーナー会社などメーカーに紐付かないところも
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自動車総連(全日本自動車産業労働組合総連合会)
メーカー、車体・部品、販売、輸送、の各業種、及び一般業種
で働く78.6万人の仲間が広く集結した産業別労働組合組
織。1972年に結成され、以来その体制を強化しながら、産業
政策活動や、賃金をはじめとする労働諸条件の改善活動、
社会福祉活動、さらには労働組合の国内・国際連帯などに
積極的に取り組んでいる。

藤川　大輔（ふじかわ だいすけ）氏
1994年4月、三菱自動車工業株式会社入社。2010年10月、
三菱自動車工業労働組合本部（中執）。2016年10月、三菱
自動車工業労働組合本部（書記長）。2021年9月、自動車総
連 中央執行委員。2023年9月より、現職。

（インタビュー日　2025年12月２３日）

あること、また、年間休日が110日前後のところが多く、人
材採用・定着のためには必要であるという認識から一
気に広がったと考えられる。

3. 今後の展望
―�2026年総合生活改善の構想および中長期の課題や展望につ

いてお聞かせください。

2025年総合生活改善の取り組みは、賃金改善は
1976年以降の最高水準に達し、企業内最賃や価格転
嫁の取り組みも前進し、自動車産業の魅力向上に向け
た取り組みを一定程度進めることができた。課題として
は、中小組合のさらなる底上げにむけ、継続した取り組
みが必要だと認識している。

２026年総合生活改善の取り組みに向けては、短期
的には、まず実質賃金をプラスにすることが必要であ
る。２025年総合生活改善を踏まえて実質賃金を計算
してみると、平均で47歳以降の年齢でマイナスになって
いるという実態がある。中高年の世代はライフイベント
が多く、家計支出が大きいため、労組としてきちんと見
ていく必要がある。中長期的には、産業の魅力向上に
とって処遇は最も大きな要素であり、産業の魅力を高め
続けるためには、しっかりした要求を行っていくことが必
要といえる。

4. 政策について
―�2025年は参議院選挙もありましたが、自動車総連として力を入れ

ている政策の取り組み等がありましたら教えてください。

産業政策は多岐にわたるが、一番力入れているのは
「自動車関係諸税の抜本的な見直しに向けた」政策で
ある。税制改正大綱は２年に１度大きな改正が行われ
るが、2026年はその改正の年であり、自動車関係諸税
の内容が入ることが分かっていた。自動車総連では、
与党過半数割れ・国民民主党の勢力が拡大している
このタイミングでの政策の実現をめざし、税制改正の議
論が始まる１２月に先立ち、11月25日に院内集会を行っ
た。自動車総連として院内集会を行ったのは今回が初
めてであり、国民民主党、立憲民主党、公明党を中心
に100名以上の国会議員が参加し関心の高さがうか
がえた。

これまでの積年の課題として、自動車税制は、複雑・
過剰・不条理なものであった。たとえば、車体課税（車
そのものにかかる税）としては、取得段階でまず消費税
がかかり、環境車両に応じて環境性能割（その車の燃
費性能や排出ガス基準の達成度に応じて課される地
方税）がかかるという二重課税となっていた。また、車を
保有すると、自動車重量税と、自動車税もしくは軽自動
車税がかかり、燃料課税（ガソリンや軽油などの石油
製品に課される税金）は、揮発油税・地方揮発油税、
暫定税率、さらに消費税がかかっており、税の種類は9
種類、税収は9兆円にのぼる。また、「当分の間税率」と
して、自動車重量税には本来の税率に比べて約1.6倍
の税率が51年間にわたって上乗せされており、燃料課

税についても同様に不条理な課税がみられた。
日本国内の自動車販売台数は下がっており、諸外国

と比べても日本における自動車への税金は多いといっ
た背景もふまえ、自動車総連では大きく３点の要望を掲
げてきた。一つ目は「車体課税を見直し、簡素化と負担
の軽減を図る」こと、二つ目は「燃料課税を見直し、簡
素化・負担の軽減を図る」こと、三つ目は「受益者負担
の在り方」である。一つ目・二つ目については、消費税を
除き、「自動車保有税」と「燃料税」の２種類へとシンプ
ルな形にし、一般財源化ではなく特定財源化して意味
ある税金として、3.2兆円の負担軽減を求める。三つ目
の受益者負担については、車が生活必需品となってい
る生活者（地方居住者など）ほど重税となるような制度
の導入はすべきでないこと、また、インフラの維持管理に
は受益者である国民に広く負担していただくような議論
をすべきであるといった考え方である。

今回の2026年度税制改正大綱により、12月31日でガ
ソリン税が引き下げられ、「当分の間税率（暫定税率）
分」25.1円/Lが廃止されることとなった。また、軽油引取
税の暫定税率も廃止（上乗せ分17.1円/L）される。ガソ
リンや軽油が下がれば、物流代が下がり、スーパーで
物の値段が下がったり、輸送業者の価格転嫁が進み
賃金に充てられる余力が生まれることにもつながる。こ
れらは即効性のある大きな物価高対策、経済政策であ
り、産別組織として大変意味のあることだという矜恃を
もって取り組んでいる。

このほか、自動車重量税にかかる暫定税率が依然
残っているなど、さらなる取り組みが求められる。自動車
総連では、積年の自動車税制の課題解消にむけて３つ
のステップを定めており、今回はステップ１（自動車関係
諸税の簡素化、総額３．２兆円のユーザー負担軽減）の
取り組みが前進したといえる。今後、ステップ２（地方税
収に影響を与えない税制の確立）、ステップ３（ユー
ザーの納得感を踏まえた税の使途明確化、特定財源
化）にむけて、引き続き取り組みを進めていく。
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この本は、《思っていることをなんでも書こう》《便

所のらくがきから学ぼう》というよびかけで、1955年

10月からはじめられた書く運動（らくがき帳運動）の中

で、1956年1月まで仲間が書いた508編の応募原稿、

438冊のらくがき帳、約800人のアンケートからつぎの

ようにしてまとめたものです。

《選衡基準》（略）、《選衡の方法》（略）、《題と章》

（略）、《句読点など》（略）

書く運動は仲間の話しあいとともに今もなおつづけ

られています。（「はじめに」近江絹糸紡績労働組合編

『らくがき』三一書房、1956年）

16．フクロウ労働

近江絹糸の工場勤務は、時間帯別に早朝からの

先番（早番、A番、5:00 ～ 13:45）、午後からの後番

（遅番、B番、13:45 ～ 22:30）、夜番があった。夜番

は前夜から翌朝までの勤務で、フクロウ労働（夜行性

の梟（ふくろう）に由来）と呼ばれた。また、この夜番は

「フクロウ部隊」である深夜勤務専門の1年契約者

が担った。

近江絹糸では、人権争議の前年1953年にフクロウ

労働が導入された、と言われている。同年にアメリカ視

察へ出た社長夏川嘉久次が、現地の繊維工場は24

時間稼働し、女性労働者が深夜勤務しているのを目

の当たりしたのがきっかけであった。帰国後、鶴の一声

でただちに導入された。

夏川が考えついたのは、アメリカのように女性に深

夜勤務を強いたくても、日本では「労働基準法」が満

18歳未満の者と女性を深夜に働かせることを禁じて

いたから、それに該当しない労働者で深夜の工場を

稼働させることであった。会社側は、さっそく工場労働

者の主力として採用してきた中学新卒者ではなく、18

歳以上の青年層の採用を始め、22:30 ～翌5:00まで

勤務させた。

フクロウ部隊は、夜勤直後に朝食を済ませてから、

寮に戻って風呂に入って眠りにつく。だが、エアコンも

なく暗幕カーテンを引いただけの部屋での眠りは浅く、

常に睡眠不足で、生活時間帯のずれから来る不調を

感じるまま次の深夜勤務に入る。疲労感、倦怠感、食

欲の減退などを伴う過酷な勤務形態であった。

だが、フクロウ労働が本当に1953年に導入されたか

どうかには疑念が残る。近江絹糸は「労働基準法」違

反の常習犯と呼ばれ、賃金の不払いを始め数多くの

摘発を受け、罰金が科せられていた。安全衛生もきわ

めてずさんで、1951年には彦根工場の火災による女

性労働者圧死事件を引き起こしている。また、工場で

は労働者たちは常に生産性の向上を求められ、対抗

競技で競い合わされていた。

これらを勘案すると、既に深夜勤務をさせていたの

ではないか、と思われる。実際にフクロウ労働が導入さ

れた以後も、女性に深夜勤務を強要していたことが発

覚し、労働基準監督署に摘発されている。

深夜勤務労働者には、過酷な労働による健康面の

問題だけでなく、1年契約の有期雇用であるという二重

の問題点がある。いわゆる製造業の臨時工問題であ

る。不可欠なのにすぐに取り換えがきく便利な労働者と

して酷使されていた。実際に人権争議中には突然の

解雇が横行した。争議の解決に動いた中央労働委員

会もそのあっせんの中で常に深夜勤務労働者を視野

に入れ、争議中に労働機会がないまま契約切れを迎

えた深夜勤務労働者には契約の延長を指示した。
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深夜勤務労働者は人権争議中に解雇を予見して

離散していったが、工場にとどまった集団は先頭に

立ってたたかった。その象徴は、大垣支部の矢冨徹

彦であろう。矢冨は、1951年に大垣工場に入社し、他

の中卒者と同様に近江実習高校大垣分校（本校は

彦根市）に入学したが、喫煙が見つかり退学になった

問題児であった。もともと昼間勤務であったが、深夜

勤務へ回された。フクロウ労働は懲罰としても使われ

ていたことになる。

だが、矢冨は中学校の同窓生たちと動いて、労組

の結成の首謀者となり、結成後は大垣支部の実質的

なリーダーとなった。企業再建闘争でも、再建派の牙

城である大垣工場で大暴れした。だが、1977年には

第5代組合長に上り詰めて大塚敬三と並ぶ長期執

行体制を敷き、引退後はOB会長に就任した。近江絹

糸労組の中心人物と言わざるを得ない。

人権争議後の近江絹糸労組は、深夜勤務の廃止

に熱心に取り組み、当事者たちも組合員としてストライ

キに加わり、同志会を発足させるなど、活動を強化し

た。1955年、継続雇用の保障と待遇改善などを協定

化した。その後、深夜勤務者の採用を止め、深夜専門

ではなく昼間勤務との併用などを経て、1957年3月に

労使が合意に至ってフクロウ労働は廃止された。

17．『らくがき』

近江絹糸労組は、1956年に『らくがき』を出版した。

人権争議解決後、労組結成1周年記念事業の一環

とされた。組合員たちの活動の成果であるこの文集は

反響を呼び、5万部ほどが売れた。

組合員への文章の募集結果は芳しくなかった。人

権争議が解決し、ほとばしるような熱気がなくなり、手

探りのような真空状態であった。近江絹糸労組では、

募集が低調である原因について意見交換を重ね、分

析を行った。

人権争議直後には、全繊同盟教宣部と共同編集

した『解放の歌高らかに－近江絹糸人権闘争の手

記－』を発行した。だが、全繊同盟の教宣資料であり、

部外者にとっては有益であっても、当事者たちには、

ほとんど読まれなかった。

この後も、文集は続々と発行されたが、仲間うちだ

け、いや仲間ですらあまり手にとらなかったのはなぜ

か。進歩的なサークル活動家だけが書いている、身近

な問題や心中にある不平や不満が出ていない、生活

感情が湧かない、などの意見が出された。

組合員はそれまでも自分の意見や考え、あるいは悩

みや憤り、故郷への思慕、異性への淡い想い、その日

の出来事などあらゆる内容を様々な方法で記録して

きた。書きつけ、書き捨てていた。例えば、日記はもとよ

り、支部の文集、サークル誌、職場新聞、機関紙など

への投稿もあれば、トイレ、工場の片隅、床などに、筆

記具も鉛筆で記すだけでなく、ペンキ、機械掃除の道

具、ヘアピンなどで彫り付けるなど、あらゆる方法で続

けられていた。

書きつづられたそれらは、見向きもされず、書いた人

の気持ちを理解しようともしなかった、と気付いた労組

は、組合員がどんなことを話しているか、職場ではどう

しているか、毎日の暮らしをどう思っているか、などを話

し合うこと機会こそが大切である、との結論に達した。

その後、試行錯誤の末に、トイレのらくがきにヒントを得

て、ざら半紙のらくがき帳をたくさんつくり、各支部で職

場単位や寮単位で書きつづり、回覧することになった

（トイレに常備した支部もある）。

気安く思ったことを思うままに書くこのらくがき帳に対

しては、組合員は意欲的に参加し、一巡すると喜び

や悲しみが紙面いっぱいに表現されることになった。

それらを読む楽しみもある。らくがき帳活動の展開方法

も、支部に委ねられ、各支部は工夫を凝らして取り組

んだ。らくがき帳活動は、日記への取り組みや、書くの

ではなく話す「おしゃべり会」への転換など、各様に波

及していった。人権争議中は、立場の違いや事情が

あって敵味方に分かれ、争議後もぎくしゃくしていた労

働者たちの関係を接着する効果もあった。

「会いたい会いたいお母さん」「俺たちはだんだんい

かれてゆくんだ」「社長さん、綿ボコリ知っている？」「ガ

ラスに君の名を書けば」「彼女は洗濯女ではない」

「かゆい・・・南京虫が」「むしょうに金が欲しい」など、

章立てを見るだけで興味深い『らくがき』は、その文章

内容のみならず、組合員が自主的で幅広い活動を体

験した点こそが近江絹糸労組の財産となった。

山積みになったらくがき帳はいったん集められ、

1956年2月14日から9日間にわたり、各支部の編集委

員と本部役員によって慎重に選考され、三一書房か

ら『らくがき』として出版された。その選考基準は、表現
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ただし、この大部な書物は、広角による網羅性を発

揮し、争議を超えた戦後史へ昇華される一方で、争議

の描写は濃淡がありやや反復的で、パズルを厭わな

い精神力が要求されるのも事実である。近江絹糸争

議の全体像が知りたい読者がいるとすれば、どう書く

べきなのかが気になった。畑違いの研究者なのに偶

然の巡り合わせで『写真記録』を制作した筆者は、ま

さにその読者の1人であった。

この連載の第1部はインタビュー対象者を主人公に

する、第2部は一口に同時多発的だったとくくらずに、

争議の発生場所ごとに経過を追うことに腐心する、第

3部はキーワード解説の体裁で、以上の営みの補遺と

する、の3部構成とした。この第3部は、仏教の強要、

舎監の実態、鑑手帳、寮生活、郷里対策、真相発表

会、就職あっせん拒否活動、右派社会党、全労、総

評、中山伊知郎、法廷闘争など、書き残した点は幾多

である。だが、きりがないし、『写真記録』とこの連載の

どこかで触れてはいるので、思い切って見送った。

なお、連載の途中で、若干の日付のずれや、記録の

矛盾も発見できた。記録者や報道者の誤解や誤記に

よるところが大きいことがわかり、小異も大同のスパイ

スだと割り切って書いた箇所がある。

このように第1部から第3部へと織物をつくるつもり

で自分なりに整理してまとめてみよう、と書き始めたの

であり、この連載が上野の金字塔を超えるかどうかは

問題としない。最初から長期になると思っていたが、6

年近くの歳月を費やすこととなった。蛇足だが、完結す

るまでに連載に基づく近江絹糸の本ができる、その本

を世に出してくれる出版社が見つかるはず、という裏

心は残念ながら失敗に終わった。

筆者の気持ちの向くままのアイデアと執筆を許して

くれた国際経済労働研究所の本誌編集部と長年付

き合ってくださった読者に感謝する。

技術の巧拙は問わず組合員の生活感情に合致したも

の、形式を問わず喜びや悲しみが分かりやすく書かれ

ているもの、近江絹糸の匂いが溢れるもの、とされた。

実は、三一書房版の『らくがき』より前にも自費出版

の『らくがき』が発行されている。これは全組合員の約

3分の1が買うほどよく読まれた。書いたり、読んだりす

ることで、全支部の仲間との友情な連帯が育まれるの

だから、確かに素晴らしい取り組みである。

その半面では、個人攻撃、誹謗や中傷が横行して、

団結どころか離反につながりかねない状況や、書くだ

けではなく解決しなければならない、と支部のリーダー

への突き上げや対立を生む事態も経験した。これらも

『らくがき』が生んだ大きな波紋の1つであろう。

また、深読みすれば、全繊同盟の強力な指導の下

でたたかった人権争議の体験から脱皮して、近江絹

糸労組が真の連帯感やエネルギーを生み出し、自ら

歩み始める第一歩となったと思われる。だが、それは

労組分裂の予兆の1つであったかもしれない。

18．連載のおわりに

この連載の第1回「連載のはじめに」を読み返して

みると、筆者は、同時多発的な近江絹糸争議の全て

を一定の濃度と確度で詳細に網羅する文献がないこ

とを記している。

また、『写真記録』の制作で用いたリサーチではミス

テリーツアーのような状況も体験しながら、近江絹糸

争議が立体的に再構成されていった経緯を書いた。

『写真記録』は文字通り、写真を前面に押し出す書

物なので、多くのリサーチ結果は思い切って捨てたの

である。だが、その捨てたものをゴミ箱から拾い上げたの

がこの連載だと言えば、滑稽であろうか。連載を書いて

から『写真記録』を世に出す選択もあり得たが、それで

は朝倉克己の希望に沿うスピード感とはならなかった。

こうして改めてリサーチに基づいて争議そのものを

できる限り仔細に書くことを決めたが、その目論見の裏

に上野輝将の輝かしい業績があった。近江絹糸争議

の研究を始めるにあたり誰しもがその内容に目を見張

る。争議そのものだけでなく、争議を起点に、そこに関

わった労組側、経営者側、公的機関、さらには地域社

会、マスコミ、教育、文化、宗教などへの波及にまで着

目し複合的に論を立てる手法に圧倒される。

本田 一成（ほんだ・かずなり）

武庫川女子大学経営学部教授。博士（経営学）。

人的資源管理論、労使関係論専攻。

近著に『クミジョを考える』（信山社）、『メンバーシッ

プ型雇用とは何か　日本的雇用社会の真実』（旬

報社）、『ビヨンド！　KDDI労働組合20年の「キセ

キ」』（新評論）など。
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第 15 回：連合大分（日本労働組合総連合大分県連合会）

連合大分の“つながる”社会連帯活動
―在日米軍基地問題における沖縄とのつながりから地域とのつながりまで―

連合大分　副事務局長（インタビュー時）　　河野　智宏　氏

1．連合大分の社会連帯活動
―�「社会連帯活動」について、貴組織の運動方

針ではどのように位置づけておられますか。

【河野】連合大分では連合本部の運動方針に基

づき、志を同じくする仲間の思いと力を、幅広

く国民的課題や地域の課題に対して発揮してい

くとともに、戦争や大規模災害などの実相を風

化させず継承していくもの、また社会貢献活動

への参加体験を通じて、仲間の思いを結集して

運動の力を高めていくもの、という位置づけを

しています。推進分野のひとつである社会連帯

を通じた平和、人権、社会貢献への取り組みと、

次世代への継承ということで、支えあい運動の

推進、平和運動の推進、多様化する人権に関わ

る課題への対応、また自然災害への取り組み強

化などの活動に取り組んでいます。

―�どのような体制で活動を進めておられますか。

【河野】連合大分では組織運動推進局を中心に

連帯活動を進めています。担当は副事務局長が

1 名と担当の事務局員です。連合大分の内局は

会長以下、事務局員含めて 7 名と限られた人数

ですので、各構成組織の皆さんのご理解とご協

力の上で、具体的な取り組みを進めています。

2．力を入れている取り組み
―�貴組織で力を入れている取り組みについてお

聞かせください。

(1) 連合大分の平和行動
1 「在日米軍基地の整理・縮小」

「日米地位協定の抜本的見直し」の取り組み

【河野】1995 年 9 月、沖縄の駐留米軍による少

女暴行事件が社会問題となり、世論としても在

日米軍基地を整理縮小すべきという声が高まり

ました。当時の政府としても沖縄の米軍基地の

整理・縮小をめざす方針を示し、結果として沖

縄県における米軍による実弾射撃訓練の一部が

県外に分散して行われることになります。その

うちのひとつが大分県の日出生台演習場です。

この米軍実弾射撃訓練移転に関して地域住民の

反対があり、連合大分としても地元での大規模



− 29 −

な反対集会へ積極的な参加を行うなど、米軍実

弾射撃訓練の県内移転に反対する取り組みを行

ったことがまず背景にあります。

こうした背景もあって、連合大分としては移

転が決まったあとも在日米軍基地の整理縮小と

日米地位協定の抜本的見直しを求める取り組み

として、集会やシンポジウムを開いています。

そこには同じ九州ブロックの仲間である沖縄へ

の思いも持って取り組んでいます。

初めてこの集会を開催したのが 1999 年。以

降も様々な議論を行うなかで、在日米軍基地の

整理縮小と日米地位協定の抜本的見直しを求め

るという連合方針に基づく集会として連合九州

ブロック連絡会と連携し、続けています。基本

的に訓練のある年は屋外集会という形での開催

となりますが、訓練のない年は屋内でのシンポ

ジウムや学習会を行っています。

過去には、訓練がない年に、集会ではなく地

元住民の方を対象に、平和コンサートを開催し

たこともあります。また、コロナ禍の際には、

集会やシンポジウムをオンライン配信やオンラ

イン併用という形で開催し、取り組みを継続し

てきました。

ちなみに今年は日出生台演習場での訓練があ

りましたので、1 月に屋外での集会を開催しま

した。コロナ禍を経て、5 年ぶりの現地での屋

外集会でした。なお、この 5 年の間に役員の交

代等もあったため、担当者としては不安なとこ

ろもありましたが、結果として地元の実行委員

会の皆さん、および各組織の皆さんのご協力に

よって 3716 名の方にご参加いただき開催する

ことができました。

連合の基本的な考え方でもありますが、やは

り平和であるからこそ安心して暮らし、働くこ

とができますので、今後も続けていかねばなら

ない活動のひとつだと思います。

2  平和行動 in 沖縄　連合沖縄青年委員会

「ピースガイド養成講座」参加

【河野】連合大分は 2014 年から平和行動 in 沖

縄における、連合沖縄青年委員会主催の「ピー

スガイド養成講座」に参加しています。沖縄で

はまだ在日米軍基地の課題が残されたままにな

っていますし、過去の戦争の歴史もありますの

で、連合沖縄の仲間と一緒にピースガイドに参

加し、現地で学んで、語り合って、つながりを

強めながら連合大分の平和の運動を強化するた

めの取り組みのひとつとして、毎年参加を続け

ています。

こちらの養成講座は連合沖縄の青年委員会が

中心となって開催されているため、連合大分で

も参加対象者を構成組織および地域協議会にお

ける概ね 35 歳以下の組合員として参加を呼び

掛けています。

参加を呼びかけると構成組織および地域協議

会から毎年 3 名から 4 名を選出していただける

状況です。これは今まで 10 年以上の継続した

取り組みにより、各構成組織に取り組みが根付

いている結果なのかなと思っています。

ピースガイドの養成講座を受講した方は、平

和行動 in 沖縄のピースフィールドワークにお

いて実際にガイドをしていただくことになって

副事務局長（インタビュー時）

河野　智宏 氏
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います。平和行動 in 沖縄の終了後、大分へ帰

ってきたら、次は平和行動 in 大分でピースガ

イドについての報告を行っていただいていま

す。

実際に沖縄にお住まいの方や連合沖縄の皆さ

んとのつながりの上で得た知識を持ち帰り、さ

らに自分の体験したことを連合大分の中で伝え

ていただくと、聞いている私たちも非常に心を

打たれるものがありますし、良い取り組みだと

思っています。

―�ピースガイド養成講座を受けた方による、平

和行動 in 大分での報告会はどのようなもの

になりますか。

【河野】基本的に平和行動 in 大分は、連合大分

加盟組織の組合員の皆さんにお集まりいただき

学習会を開催するとともに、街頭宣伝行動等を

行っています。ピースガイドを行った皆さん

は、この学習会の中で参加者に対して報告をし

ます。ただ昨年と一昨年は、もう少し外部に向

けた発信をしようということになり、学習会と

は別に、屋外で集会（平和の夕べ）を行うなか

で報告会を行ってもらいました。一般の方も参

加できる場所で開催したため、原爆詩の朗読や

原爆パネルの設置なども行い、通りがかった方

にも少しでも立ち止まっていただけるよう、考

えながら企画しました。

―�ピースガイド養成講座に参加された方からは

どんな感想が聞かれていますか。

【河野】「すごくいい経験になりました」といっ

た声をいただいています。

ピースガイドの養成自体も非常に大切なこと

ですし、参加者を送り出していただいた構成組

織としても次の運動を担っていく若い組合員の

育成につながっているという形になりますの

で、次世代に対する活動の継承となればいいな

と思っています。

○メーデー

【河野】連合大分のメーデーでは式典の部と祭

典の部があり、祭典の部では抽選会やキャラク

ターショーを行っています。また、今年は初め

てキッチンカーを呼びました。

各組織の組合員さんだけでなく、未組織の働

く仲間の皆さんも含めて、できるだけ多くの方

に集まっていただけるようなものにしたいとい

う思いはずっと持っているので、たくさんの方

に足を運んでいただけるよう工夫をしながら企

画しています。

参加者の中には、家族連れで来られている方

もかなりの数見られるように思います。

―�2025 年のメーデーでは、「戦後 80 年に関す

る特別決議」を採択されたと拝見しました。

過去にもこのような例はありますか。

【河野】基本的には本部に連携する形で考えて

いますので、本部で特別決議をするようであれ

ば、それに準じたものを連合大分でも行うとい

う形をとっています。ただ過去には 1997 年に日

出生台への実弾射撃訓練移転が決まった際、日

出生台への米軍実弾射撃訓練移転の強行に抗議

し、米軍基地の整理縮小を求める決議を県下各

地のメーデーで採択したという記録もあります。

○部落解放共闘大分県民会議への対応

【河野】連合大分は部落解放共闘大分県民会議

と連携をしています。連合大分として会議に参

画し、皆さんと一緒に取り組みをしています。



− 31 −

組織概要
構 成 組 織：27 産業別労働組合 5 直加盟組織

5 地域協議会
組 合 員 数：約 4.6 万人
結 成：1989 年 11 月 28 日
URL http://www.rengo-oita.jp/

（インタビュー日：2025 年 6 月 13 日）

部落解放共闘大分県民会議では、毎年夏期に学

習会を開催するとともに、年二回の幹事会の際

にも役員学習会を行って役員の意識向上に努め

ています。

また、九州では部落解放・人権確立全九州研

究集会というものが毎年行われており、ここへ

も役員を含めて積極的な参加をしています。さ

らに部落解放共闘九州ブロック県民会議もあり

ますので、そちらとも連携を取りながら取り組

みを進めているといった状況です。

引き続き、基本的な考え方ではありますが、

人権侵害救済法の制定や本人通知制度の重要性

の周知徹底など、あらゆる差別の撤廃と人権尊

重社会の実現に向けて、積極的に取り組んでい

きたいと考えています。

○ NPO との連携

【河野】連合大分では NPO と連携してボラン

ティアの取り組みも行ってきました。

こちらは「ゆにふぁん」の取り組みの中で、

連合大分に対して連携の提案があったことをき

っかけに連携がスタートしたという経緯です。

今のところ新たな団体との連携の予定はありま

せんが、連携可能な団体があれば、積極的に対

応していきたいと考えています。

3. 今後の展望
【河野】これまで取り組んできたものに対して、

しっかりと引き続き取り組んで、未来につない

でいくというところが一番大切かなと思ってい

ます。今のところ新しい取り組みを考えるとこ

ろまではおよんでいませんが、働く皆さんはも

ちろんのこと、大分県の住民の皆さん、地域の

皆さんとのつながりをしっかりと作っていきた

いと考えています。

このインタビュー連載は、2024 年 5/6 月号よりスタートしました。地方連合会の連帯活動は、組織（地域）ごと
に特色があり、多様な活動が展開されています。この活動に光をあて、地域の運動がどのように紡がれてきたのか、
また、これからどのように展開していくのか、インタビューをつうじて（再）発見できればと考えています。
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第2回：レアアース

中央大学経済学部　教授　松浦　司
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中国商務省は1月6日に、「日本への軍民両用（デュアル
ユース）品目の輸出管理強化を決定した」と発表した。そ
の背景には、高市首相の台湾有事発言を受けた措置で
あると考えられる。

楽観論
岡崎康平（野村総研チーフ・マーケット・エコノミスト）「中

国の対日輸出規制強化　レアアースが含まれても経済
的損害は限定的か」（『NOMURA ウェルスタイル』2026
年1月8日）は、2010年のレアアース禁輸措置以降、日本の
対応策が進んでいること、中国以外からの調達が可能な
品目は代替が進む可能性があることを踏まえると、損失は
相対的に限定的であるとする。

悲観論
木内登英（野村総研エグゼクティブ・エコノミスト）「中

国が対日軍民両用（デュアルユース）品の輸出規制を強
化：多くのレアアースが含まれれば日本経済に大きな打
撃」（『木内登英のGlobal Economy & Policy Insight』
2026年1月7日）は、レアアースの中国依存度は2010年の
尖閣問題時の90％から、現在は60％程度に低下したもの
の、中国依存度は高いうえに、EV用モーターに使用される
ジスプロシウム、テルビウムなどのレアアースの依存度はほ
ぼ100％である。2010年の経験を踏まえ、輸出規制が3カ月
続くと仮定した場合、損失額が6,600億円程度になるとす
る。

秋元虹輝（大和総研経済調査部 エコノミスト）「中国
によるレアアース・レアメタルの輸出規制は日本の実質
GDPを1.3 ～ 3.2％下押し」（『大和総研レポート』2025
年12月5日）は、さらに減少幅をさらに大きく見積もってお
り、部品不足が1年間続いた場合、日本の実質GDPは1.3％
（7兆円）、就業者数は1.3％（90万人）程度減少する見通
しであるとする。特に製造業での影響が大きいとする。

中国の市場支配力の要因
杉本崇（ツギノジダイ編集長）「レアアースは中国の「戦

略物質」依存度を下げつつある日本の対策と課題」（『ツ
ギノジダイ』2025年1月13日）は、世界のレアアース供給
網で中国の支配力が強い理由に、精錬工程のシェアが世
界の中で約9割を独占していることを挙げる。工程で発生
する放射性元素や有害な廃液・排ガスの処理に多額の
費用が掛かり、環境規制の緩い中国が工程を引き受けた
という経緯があるとする。

これからの対策
嶌峰義清（第一生命経済研究所シニアフェロー）「レ

アアースの中国依存脱却に世界は結託へ」（『Global 
Trends／マクロ経済分析レポート』2025年12月23日）
は、軍事用途のレアアースの中国依存度をゼロにすること
を優先的に取り組むべきとしたうえで、南鳥島周辺のレア
アースに着目する。課題として、安全保障面のリスクが低
いことのプレミアム価格を周辺国がどの程度まで許容する
かの共通認識を形成すること、採掘コストの低減に向けて
の友好国との技術開発、資本提携である。さらに、レアアー
スフリーの技術の動きも指摘するが、開発途上であるとす
る。

一方、三浦有史（日本総研主任研究員）「中国によるレ
アアース輸出規制の行方」（『アジアマンスリー』2026年
1月号）は、中国もレアアースの輸出規制は頻繁に実施で
きるものではないとする。理由は、第1に価格上昇によって
代替材料の開発が促進される、第2に価格上昇によって
違法採掘や密輸の問題が深刻化する、第3に支配力が
かつてと比べて弱くなっている、第4に輸出規制が長期化
すると中国のその他の輸出にも影響する可能性が高いこ
とを挙げる。

まとめ
高市首相の台湾有事発言からの措置であると考えら

れるが、潜在的には中国のレアアース支配力が日本の経
済だけでなく、安全保障上のリスクであることは間違いな
い。今回の輸出規制では楽観論もあるが、実質GDPが1.3
％以上を押し下げるという予測もある。2010年と比較する
と日本の中国依存度は90％から60％に低下したが、依然
高い状況にある。理由としては、精錬工程のシェアの中国
の高さがある。中国も輸出規制を頻繁に実施できない状
況ではあるものの、南鳥島でのレアアース開発や脱レアア
ース技術の開発などを推進していくことで、チャイナリスク
を低減させることに努めるべきであろう。

松浦　司（まつうら・つかさ　応用経済学）
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年  月

生　産
指　数

（鉱工業）

生産者
製品在庫
率指数

（鉱工業）

稼働率
指　数
製造（工業）

機　械
受　注
船舶・電力（除く民需）

工　作
機　械
受　注
総　額

建築着工
総　 計

（床面積）

企業倒産
負債総額（千万以上）

貿 易 統 計

輸 出 輸 入 差 引

2020＝100 2020＝100 2020＝100 億　円 100万円 1000㎡ 件　数 百 万 円
2021 105.4 89.8 108.5 102,086 1,541,419 122,239 6,030 83,091,420 84,875,045 - 1,783,625
2022 105.3 96.6 108.1 107,418 1,759,601 119,466 6,428 98,173,612 118,503,153 -20,329,541
2023 103.9 104 107 103,550 1,486,519 111,214 8,690 100,873,049 110,395,119 -9,522,070

2024.10 103.0 106.3 102.7 8,733 122,550 9,095 909 9,425,708 9,925,658 −499,950 
11 101.3 108.0 100.7 8,960 119,327 8,438 841 9,152,301 9,266,800 −114,499 
12 101.0 106.9 100.8 8,890 143,094 8,031 842 9,910,165 9,777,709 132,456 

2025.1 99.9 106.5 105.3 8,579 116,146 6,980 840 7,865,185 10,606,913 −2,741,728 
2 102.2 102.8 104.1 8,947 118,198 8,076 764 9,190,138 8,604,648 585,490 
3 102.4 107.3 101.6 10,107 151,011 10,657 853 9,852,601 9,298,322 524,279 
4 101.3 106.7 102.9 9,190 130,214 8,461 828 9,157,173 9,285,527 −128,354 
5 101.2 105.5 105.0 9,135 128,718 6,998 857 8,134,507 8,776,981 −642,474 
6 103.3 106.4 103.1 9,412 133,163 7,400 848 9,162,654 9,015,017 147,637 
7 102.1 106.5 102.0 8,980 128,357 7,570 961 9,359,467 9,482,683 −123,216 
8 100.6 109.0 99.7 8,900 120,172 7,352 805 8,425,802 8,675,967 −250,165 
9 103.2 106.5 102.2 9,278 139,146 8,539 873 9,413,260 9,655,712 −242,452 

10 104.7 104.0 105.6 9,929 143,456 8,775 965 9,766,218 9,998,323 −232,105 
前月比(%) 1.5 −2.3 3.3 7.0 3.1 2.8 10.5 3.7 3.5 −4.3

前年同月比(%) 1.7 −2.2 2.8 13.7 17.1 −3.5 6.2 3.6 0.7 −53.6

資 料 出 所 経 済 産 業 省
内閣府

機械受注統計調査
日本工作
機械工業会

国土交通省
建築着工統計調査

東京商工
リサーチ

財　務　省
貿 易 統 計

年  月

労働力人口 職業紹介 税込現金
給与総額

実質賃金
指　　数

総実労
働時間

（全産業）

消費者物価指数
C.P.I

全国勤労者世帯家計
収支（168都市町村）雇　用

労働者
完　全
失業者

月　間
有　効
求人数

有効求人
倍　率 （全産業）（全産業） 東京都

区　部
全国167
都市町村 実収入 実支出

万  人 万  人 千  人 倍 円 2020＝100 時 間 2020＝100 円 円
2021 5,973 193 2,196 1.13 319,461 100.6 136.1 99.8 99.8 605,316 422,103
2022 6,041 179 2,474 1.31 326,308 98.8 136.4 102.2 102.3 617,654 437,368
2023 6,076 178 2,496 1.31 329,778 97.1 136.3 105.4 105.6 608,182 432,269

2024.10 6,166 170 2,438 1.25 292,430 82.6 140.0 109.3 109.5 580,675 423,688
11 6,167 164 2,429 1.25 308,486 86.7 140.2 109.7 110.0 514,409 408,607
12 6,181 154 2,411 1.25 617,375 172.4 136.7 110.2 110.7 1,179,259 583,435

2025.1 6,163 163 2,425 1.26 292,468 81.2 128.5 109.7 111.2 514,877 426,245
2 6,152 165 2,455 1.24 288,697 80.5 130.8 110.1 110.8 571,993 411,625
3 6,138 180 2,445 1.26 309,059 85.9 132.7 110.7 111.1 524,343 481,124
4 6,151 188 2,362 1.26 301,698 83.5 139.5 111.1 111.5 589,528 477,190
5 6,174 183 2,313 1.24 301,592 83.1 134.5 110.9 111.8 522,318 472,471
6 6,205 176 2,291 1.22 514,106 141.9 139.6 111.0 111.7 976,268 523,182
7 6,197 169 2,299 1.22 416,744 114.0 141.8 111.2 111.9 701,283 480,479
8 6,174 182 2,251 1.20 299,955 82.5 129.1 110.7 112.1 608,578 449,364
9 6,201 184 2,277 1.20 297,787 81.9 134.5 111.8 112.0 510,935 436,737

10 6,214 183 2,309 1.18 299,801 81.9 140.3 112.2 112.8 599,845 439,851
前月比(%) 0.2 −0.5 1.4 −1.7 0.7 0.0 4.3 0.4 0.7 17.4 0.7 

前年同月比(%) 0.8 7.6 −5.3 −5.6 2.5 −0.8 0.2 2.7 3.0 3.3 3.8

資 料 出 所
総　務　省
労働力調査

厚　生　労　働　省
総　務　省

総　務　省
家 計 調 査職業安定業務統計 毎月勤労統計調査

p：速報値（preliminary）     r：訂正値（revised）
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Project News
研究プロジェクト概要と各回のテーマ・報告者

主査：八木　隆一郎（専務理事・統括研究員）

　「働きがい」はＯＮ・Ｉ・ＯＮ２調査のテーマの１つであり、これまで研究所は調査結果を用いて労働組合活動の重要な柱の１つであ
る「働きがいのある職場」づくりに向けた提言活動などの支援を行ってきたが、より充実した支援を行うためには最新の学術的な働き
がい研究を継続的に積み重ねていくことが重要である。これまでにワーク・モティベーションに関わる意識データベースを構築し、企業
業績との関係についての研究およびその成果の公表等を進めてきた。今後は企業制度・施策の実態および組合員の意識に与え
る影響を明らかにしていく。研究結果は、「第49回共同調査企業制度・施策に関する組織調査」として発信している。

2023年9月4日
「WM研究会実施企業のDX推進に関する一考察
 ―― RPA導入推進と心理的安全性の関係に着目して――」
西村　知晃　氏（九州国際大学現代ビジネス学部　准教授）

「コロナ禍における学生の孤独感・孤立感について」
杉浦　仁美　氏（近畿大学 経営学部 キャリア・マネジメント学科 講師）

2024年1月25日
「ワーク・エンゲイジメントと働きがいの関係 追加調査の結果」
山下　京　氏（近畿大学経営学部 准教授、国際経済労働研究所 研究員）

「若年者の勤続意志の推移～若年者は勤続意志が低下しているのか？」
向井　有理子　氏（国際経済労働研究所 研究員）

2024年9月13日
「1990年代から2020年代の労働組合員意識の変遷」
向井　有理子　氏・阿部　晋吾　氏（国際経済労働研究所　研究員）

「1990年代から2020年代の働きがいの変遷」
坪井　翔　氏・阿部　晋吾　氏（国際経済労働研究所　研究員）

2022年10月3日
「研究会発足基調報告」
新川　敏光　氏（法政大学教授、京都大学名誉教授）

2023年3月1日
「資本主義、気候変動、そして経済成長」
諸富　徹　氏（京都大学大学院経済学研究科　教授）

2023年5月11日
「社会運動への視点から労働運動・労働組合運動を考える」
富永　京子　氏（立命館大学准教授）

2023年8月29日
「貧困の現場から社会を変える～生活困窮者支援の現場から～」
稲葉　剛　氏（（一社）つくろい東京ファンド代表理事、認定NPO法人
ビッグイシュー基金共同代表、立教大学大学院客員教授）

2025年1月29日
「大阪企業の働きがいについて」
本間　利通　氏（大阪経済大学経営学部　教授）

「職場におけるジェンダー平等の実現に向けて―第三者介入の促進ま
たは阻害要因―」
鈴木　文子　氏（国際経済労働研究所　研究員）

2025年9月11日、11月6日
「第49回共同調査　企業制度・施策に関する組織調査　項目削減に
向けた分析結果の報告」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　研究員）

2026年１月22日
「本社所在地の違いが施策認識とモチベーションに及ぼす影響(準備編)」
本間　利通　氏（大阪経済大学経営学部　教授）

「人間関係の都鄙差による満足度や働きがい、幸福感への影響」
向井　有理子　氏（国際経済労働研究所　研究員）

2024年1月23日
「公正な社会とは何か
一人新世の時代に、ケイパビリティ・アプローチから考える」
神島　裕子　氏（立命館大学総合心理学部　教授）

2024年6月14日
「現代日本における移民と移民政策の現状と課題」
髙谷　幸　氏（東京大学准教授）

2024年9月11日
「2024年アメリカ大統領選挙とその影響」
西山　隆行　氏（成蹊大学法学部教授）

2024年11月1日
「『民主主義の危機』と成熟社会における労働組合の役割」
山崎　望　氏（中央大学法学部教授）

「ポピュリズム時代の政治変容：『中抜き』と『分極化』」
水島　治郎　氏（千葉大学大学院社会科学研究院教授）

内　容

内　容

内　容

主査：新川　敏光（元理事）

　産別組織11組織が参加し、2022年より開始した。労働政策の理論的・思想的基礎について理解を深め、政策形成・発信
能力を高めることを目的とする。政治学、公共政策学、政治哲学などの研究者を講演者に迎え、研究者と労働組合がともに学ぶ
とともに、その時代において求められる政策やビジョンについて討議・外部発信する場を形成する。本研究PJは全8回をもって
終了している。

主査：八木　隆一郎（専務理事・統括研究員）

　労働組合の組織構成や活動の方法、運営状況の実態について、上部団体等が限定的にまとめているもののほかに体系的にまと
められたものはない。また、これらの機能性についても、個々の組織が時々の時代背景や労使関係、執行部の経験則で運営を担っ
てきたといえる。本研究PJでは、このような“労働組合組織と活動の機能”を整理・検証し、得られた知見を各組織のより活発な運
動推進に活かすことを志向している。2017年以降、基礎的な情報収集と協力組織のオルグ、情報・宣伝に特化したパイロット調査を
おこなった。2023年度には共同調査（第52回共同調査）として第一弾の発信をおこなった（教育、労使交渉、組織内活動の領域）。
2025年度は、第二弾として、フェイス、労使関係、政治・政策、社会的活動についての調査を実施。

2024年7月
調査結果報告書（教育領域）

2024年8月
調査結果報告書（情報宣伝領域、組織内活動領域）

2024年11月26日
「フェイス・教育領域　意見交換会」
結果報告：依藤　佳世　氏、鈴木　文子　氏

（国際経済労働研究所　研究員）

2024年12月26日
「情報宣伝領域・組織内活動領域　意見交換会」
結果報告：向井　有理子　氏、鈴木　文子　氏

（国際経済労働研究所　研究員）
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Information

編集後記
　特集のインタビューを通じて、私自身の認識が間違っ
ていたこと、甘かったことを知る場面も多くありました。
同時に、労働組合が社会活動において果たすべき／
期待される役割は大きく、その可能性も感じることができ
ました。労組の関心の高いテーマだと思いますので、ぜ
ひ今後の活動にいかしていただけると嬉しいです。
　また、本号で本田先生の連載「リサーチファイル」
が最終回を迎えました。「近江絹糸争議」を紐解き、
世の中に知られていない面にも光を当てる、とても読み
応えのある内容を毎号お寄せいただきました。62 回にわ
たる連載に感謝申し上げます。（S）

次号予告

講 師：東京大学　社会科学研究所
教授　玄田 有史 氏

労働組合に携わる皆さんにとって、「春季生活闘争（春闘）」と
はどのような存在ですか？
連合「未来づくり春闘」評価委員会の委員長を務める玄田氏
は、「春闘は、将来見通しに関する労使の合意形成であり、本
来“未来志向”だ」と話されます。
この“未来志向”の視点は、春闘だけではなく、日々の組合活動
においても不可欠なはずです。
労働経済学、そして希望学の見地から、「これからの労働組合の
希望とは何か？」についてご講演いただきます。

日程：2026年6月19日（金）
会場：大阪府立労働センター 南ホール（南館5階） スケジュール（予定）

・総　会 13:15～14:45

・総会記念講演会 15:00～17:00

・運動会（労働調査運動交流会）
 17:30～19:00
 （近隣会場へ移動）

・二次会 19:15～20:45
 （近隣会場へ移動）

※詳細は、研究HPを御覧ください。

◆総会記念講演会『「未来志向」の労働組合とは？』

ON・I・ON2 入門セミナー

・Web 開催：5 月 14 日（木）（Zoom）
・会場開催：6 月 3 日（水）（エルおおさか）
講師：八木　隆一郎
　　　（国際経済労働研究所　専務理事・統括研究員）
時間：13：30 ～ 17：00　※各回、時間・内容は同じです。
内容： 集団のメカニズムを扱う社会心理学の視点から、 組合

員の意識の現状を解説。労働組合の向かうべき方向性
を提言。

SRC のための調査活用セミナー

・Web 開催：5 月 19 日（火）（Zoom）
・会場開催：6 月 8 日（月）（エルおおさか）
講師：佐藤　佳世、鈴木　文子（国際経済労働研究所　研究員）
時間：13：30 ～ 17：30　※各回、時間・内容は同じです。
内容： 意識調査の設計から活用までの基本的な考え方を習得し、

組織的な問題解決に役立てるため、調査に関する正しい知
識と方法論を学ぶ。

　　　※詳細は、研究所 HP をご覧ください。

第61 期総会開催

SRC 研修コースのご案内

特集：産別トップに聞く

2026年春季生活闘争、政治などについてのアンケート

Discover－地方連合会の連帯活動
連合静岡

▼日時：2026 年 4 月 21 日（火）13：30 ～ 17：00

▼会場：アイオス五反田（東京都品川区） ＆ WEB（Zoom）

▼内容： 組合の課題解決を研究的に実践した事例の発表、
参加者との意見交換

▼事例発表：加藤 千穂 氏
　（イオンリテールワーカーズユニオン　中央執行書記次長）

▼費用：正会員無料、一般 5,500 円 / １名

　※ １組織３名まで
　※ 詳細は、研究所 HP をご覧ください。

SRC 研修コース実践セミナー　事例研究会のご案内
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